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中国地域エネルギー・温暖化対策推進会議 第６回会合 議事録 

 

   午後１時３０分 開会 

○司会（中国四国地方環境事務所 片岡） 

 定刻になりましたので、ただいまから中国地域エネルギー・温暖化対策推進会議第６回

会合を開催いたします。 

 開会に当たり、本会議の事務局を代表いたしまして中国四国地方環境事務所長徳丸久衛

がごあいさつ申し上げます。 

○中国四国地方環境事務所長（徳丸久衛） 

 皆様こんにちは。ご紹介いただきました中国四国地方環境事務所長の徳丸と申します。 

 本日は皆様お忙しい中、またお暑い中、中国地域エネルギー・温暖化対策推進会議にお

集まりいただきまして、まことにありがとうございます。また、日ごろより地球温暖化対

策につきましてご理解、ご協力を賜っておりますこと、この場で厚く御礼を申し上げたい

と思います。 

 低炭素社会を実現するためには、各地域において国、地方自治体、企業、市民、そして

ＮＰＯの方々が連携して取り組むことが非常に重要でございます。そうした地域の取組を

推進するため、平成１７年３月に中国地域エネルギー・温暖化対策推進会議を設置いたし

ました。この会議は、中国経済産業局さんと当事務所が共同で事務局を務めまして、情報

の共有や交換を円滑に促進するということを目的に、毎年１回このような会議を行った

り、ワーキンググループを設けて活動をしたりしてございます。 

 我が国の温室効果ガスの総排出量は、２００８年度１２億８，２００万トンでございま

した。２００７年度の総排出量と比べますと６．４％の減尐となっております。しかしな

がら、京都議定書の規定による基準年の総排出量と比べますと、依然１．６％上回ってご

ざいます。 

 さらに、我が国は公平かつ実行可能な国際的枞組みの構築を前提にしまして、２０２０

年までに１９９０年比２５％の温室効果ガス排出削減、さらには２０５０年までに８０％

削減する目標を掲げてございます。 

 いずれにしましても、温室効果ガスの排出について大幅な削減に取り組まなければいけ

ない状況にございます。環境省では、本年３月３１日に地球温暖化対策に係る中長期ロー

ドマップの環境大臣試案を公表いたしました。このロードマップは、今後の議論を進める



- 2 - 

ためのたたき台としまして、専門家の方々に検討をお願いして、その検討をもとに小沢大

臣が中・長期目標達成の道筋を試案という形でお示ししたものでございます。 

 本日は、その検討会に参画されました独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センタ

ーの藤野純一主任研究員を講師としてお招きし、「地球温暖化対策に係る中長期ロードマ

ップ」～２５％削減に向けて地域が求められる役割は？～と題してご講演いただくことと

しております。今後の取組を考える上でご参考にしていただけたらと思います。 

 また、その後の本会議では、意見交換の時間を設けておりますので、今後の地域での取

組等、ご議論をいただきたいと思います。 

 終わりに、当事務所の話でございますけれども、昨年度この会議で尐しご紹介をしまし

た通勤や観光あるいは日常生活の中で自転車の利用推進を行っていこうということで、瀬

戸内ｂｉｋｅｂｉｚと称する取組を進めておるところです。こちらのほうもまた機会がご

ざいましたら、皆様のご協力を賜りたいと思います。 

 本日、この会議がご家庭で、職場で、あるいは地域での取組を考える上で一助となり、

中国地域におけるエネルギー、温暖化対策が進みますことをご祈念いたしまして、私のあ

いさつとさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

○司会  

本日は、基調講演に独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター主任研究員、

藤野純一先生にお越しいただいております。 

 藤野先生は２００４年から日本低炭素社会研究プロジェクトの幹事を務められ、２００

９年からはアジア低炭素社会研究プロジェクトの幹事を担当し、アジア各国を歴訪してお

られます。そして、ＩＰＣＣ再生可能エネルギー特別報告書の主執筆者でもいらっしゃい

ます。また、昨年１２月から本年３月にかけての環境省の地球温暖化対策に係る中長期ロ

ードマップ検討会において、委員として２５％削減を実現する道筋をご検討いただきまし

た。 

 本日は、「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ」～２５％削減向けて地域が求め

られる役割は？～と題しましてご講演いただきます。 

 それでは、藤野先生、よろしくお願いいたします。 

○独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター 藤野主任研究員 

 皆さん、どうもこんにちは。 

 今日は、貴重な機会をいただき、ありがとうございます。ほんまに暑いですね。広島駅
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から歩いてきたんですけれども、行き倒れるかと思いました。 

 今日の資料等印刷していただいております。パワーポイントのスライドと、あと私はち

ょっともう３カ月以上前に書いたもの、今日の趣旨がほとんど書いてある低炭素社会に向

けた１２の方策～ＣＯＰ１５以降の展望と２０２０年２５％削減の可能性をさぐる～とい

う雑文、そして最近出ました国立環境研究所の広報雑誌である環境儀です。こちらももし

お時間あったらご覧ください。 

 それでは、話の中身のほうに入っていきたいと思います。 

 もういきなり結論が書いてあるんですけれども、まずはなぜ低炭素社会が必要なのかが

腹に落ちるようによく考えないと、最後はやっぱり減らさなくてもいいよねというような

話になってしまうんではないかなと思っています。 

 数字はいろいろ出ています。もう２年前になりますけど、洞爺湖サミットで当時の福田

首相が世界で２０５０年５０％削減ということを言って、主要国の間でそうだなという話

になったと。去年のイタリアのサミットでも、今度は先進国８０から９５％削減、また日

本は２０２０年２５％とか２０５０年８０％とか、先ほど所長からも話がありましたけれ

ども、数字はいっぱいもう出てきているんですが、どないやってやるんやろうかというこ

とです。 

 ただ、やることは変わらないんです。温暖化がもし科学的に本当なら、それは進んでい

くわけです。それをどのスピードでやるかやらないか、その成績はいずれ１０年後、２０

年後、３０年後にはっきり出てきますから、そのときにそこで生きている人に、ああ、よ

うやったと思ってくれるのか、何でやらんかったんやと思っていただくのか、そういうこ

となんかなと思います。 

 低炭素社会は持続可能な社会の入り口と書いています。特に日本では温暖化に対する理

解が高く、環境問題でまず最初に重要だと思うのは温暖化だというふうに教育のほうから

入って来ていますので、低炭素社会という入り口から山を登っていけばいいのかなと思っ

てますけれども、本当に欲しいのは持続可能な社会です。 

 低炭素社会で見ると、生活に必要なサービスは発展させながらも投入するエネルギーは

できるだけ尐なく、できるだけ低炭素なエネルギーを利用する社会、そういったことかな

と思います。照明、ここでついている照明のこの熱源は効率はいいのかどうか分かりませ

んけど、よく言われるのは白熱灯から蛍光灯にかえるだけで効率は４倍になると。蛍光灯

からＬＥＤにかえると効率がさらに２倍良くなるなど、同じ明かりのサービスでも投入す



- 4 - 

るエネルギーは随分減ったり、または建物の構造をうまくやって明かりを取り入れれば、

昼間はそういう照明は要らない、ということがあります。 

 ヨーロッパ人とかは余り照明を使わないんです。日本は労働基準法で照明のルクスをか

なり高い、ほかの国に比べて高い明かりを保たないといけないとかっていうような基準が

あるというふうに聞いたことがありますけれども、そもそもどれだけのサービスが必要な

んだろうか、それを供給するためにどういうシステムがあるのだろうかというような話に

なります。 

 そういうのを実現しようとすると、社会を構成するすべての人に私はそれぞれ独自の役

割があると思っています。こちらにいらっしゃる方はもちろん当然役割がある方々で、そ

れをきちんとやれば、おのずと低炭素社会にならないかなというふうに思います。 

 ちょっとここら辺若干失礼なんですけれども、講義じゃないんですけれども、こういう

話だといつも人の話を聞くばっかりなんで、ちょっとアウトプットも出していただこうか

なと思って、あいてる紙の裏でもどこでもいいんですけど、ちょっと２分間、これをちょ

っと書いていただけませんかと。 

 まず最初は、全部で３つ質問があるんですけど、あなたは温暖化に関して業務でまたは

地域というかそういう活動でどのようなことやっていらっしゃるんですか。ちょっと書い

ていただけませんか、２分。どこか時計ありますか。あそこに時計があって、今４４分で

すから、４６分までちょっとどんなことをやられているか、振り返っていただけません

か。 

 昨日、広島大学で国際協力研究センターですか、ＩＤＥＣの金子先生のところでセミナ

ーをさせていただいたときも、英語でやったんですけど、そこでも学生に、そのときはWh

at do you want to be?とかWhat do you want to do?とか、どうしたい、何をしたいです

か、何になりたいですかみたいなことでお聞きしたんですが、もう皆さんご職業、当然お

持ちなんで、何をされているのか。 

 私の場合は、一応研究をして、何で２５％削減せなあかんのかどうかというのもやりな

がらも、ほんまにどうやったらできるのかなというシミュレーション分析をしたり、それ

をロードマップをつくっていったり、ロードマップをつくる仲間を探してきたりとか、そ

ういうことをやっているかなと。 

 大体書けましたか。 

 じゃあ、次に行きましょう。 
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 次はＱ２、どんな低炭素社会、脱温暖化社会になったらいいと思いますか。どういうの

が欲しいですかね。これも２分なんで、あの時計で４８分ぐらいまでやりましょうか。 

 言葉はもう２００８年ぐらいから、当時の福田首相が低炭素社会ていうのを打ち上げ

て、あれから大分言葉が定着してきたかなと思いますけれども。低炭素社会、皆さんにと

ってどんな社会でしょうかね。どういう社会だと住んでいていいなあと思いますか。 

 低炭素社会について人から話は聞くかもしれませんけど、もちろんそういうところで考

える担当になっている方もいらっしゃると思いますが。たまには自分で考えてみましょ

う。 

 さて、もうぼちぼちですね。私の話を聞きながら、また深めていただいてもいいです

し、どんなふうになったらええのか。 

 ３番、じゃあ、あなたは自分が住みたいと思う低炭素社会、脱温暖化社会に向けてどん

なことをやりたいと思いますか、実現するためにはどのような投資が必要だと思います

か。 

 今、ふだんの業務で低炭素社会につながっていくものも多いと思いますが、もししがら

みがなかったら何やりたいか。でも、じゃあそのしがらみって何なんやろうか。何ですか

ね。どういう後押しが必要でしょうか。一人でできない場合、仲間が要ることだったり、

お金が要ることだったり、制度を変えたほうがいいと思うのがあるかもしれませんけど。

住みたいと思う社会は、低炭素社会でなくても、持続可能な社会でもいいんですけど。 

 ふだんからよく考えていらっしゃる方もいるかもしれませんが、余りこういう講演って

ないでしょう。藤野は自分がしゃべるのがしんどいから、時間つぶしとんのちゃうかと思

われるかもしれません。 

 どういう結びつきがあるかです、関係があるか。最近こういうのは一橋大の講義だった

りとか理科大の講義でもさせていただいて、そのときは最初の質問がどういう職業をした

いとか何になりたいとか、次が低炭素社会というのは何だと思ってますかとか。３番目に

その２つの関係を聞くんですが、自分でもそういう講義って最近初めてやりました。つな

がりとか皆、全然見つけてくれないかなとか、低炭素社会もイメージできてないかなと思

ったんですけど、意外とみんなイメージできてて、またはつながりも、ああこうつながっ

ているなあとかっていうのを見つけてくれます。その時は、さらにグループディスカッシ

ョンとかもやったりしました。今日はさすがにそこまではやりませんけど、ワールドカフ

ェとか、そういうふうに言われている形式があったりして、ここのテーブルの４人がぐる
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ぐるっと、前の人がぐるっと後ろを向いて話し合うんです。そしたら、結構話は進むんで

すけど。 

 ぼちぼちいいですかね。 

 じゃあ、本題のほうに入りましょう。 

 日本の排出削減目標というのが去年９月だったり、１１月の日米の首脳会議とかでも２

０２０年２５％削減とか２０５０年８０％とか決まりました、打ち出された。私、勝手に

ホップ・ステップ・ジャンプというふうに呼んでいるんですけども、京都議定書ですね、

これがホップです。でも、非常に重要な一歩なんですけれども、次ステップです。そして

ジャンプ、実は２０５０年時点でも最後のゴールにたどり着いてないのかもしれません。

これもまだ過程（トランジション）かもしれませんけれども、いずれにしても方向として

はこっちなんじゃないかと。 

 その根拠としては、昨今批判のあるＩＰＣＣの第４次評価報告書というもので、もし地

球の温度上昇を産業革命以前の状態から２度に抑えようというようなことになると、幾つ

かのシミュレーションモデルが言うには、先進国で２０２０年、９０年比２５から４

０％、２０５０年に８０から９５％を削減しないと、２度にならないんじゃないかという

ことで、２５％とか８０％というのが言われています。 

 ただ、これ先進国全体ですから、その中で日本がどれくらいやるのかというのは、もち

ろん議論があるんですけれども、一番簡単な、みんなじゃあ２５やったらとか８０やった

らというような感じの数字が捉えられているのかなと思います。 

 ちょっとこれも結論めいてますけれども、その低炭素社会が実現すれば、私としては温

暖化の影響の尐ない、庄原で起こった洪水が必ずしも全部温暖化のせいだとは言いません

けれども、温暖化が起こると雨の降り方が変わりますから、そういった影響の尐ない、リ

スクの尐ない生活ができるんじゃないかと。 

 ただ、やはりその表裏一体となってエネルギー問題です。日本みたいにエネルギー自給

率４％、原子力を入れれば十何％になりますけれども、そういった国でどうやって資源リ

スクを小さくするか、中国電力では石炭の比率が増えてますけれども、そういった中でエ

ネルギーセキュリティーをどういうふうに考えるのかは非常に重要です。 

 そうやっていくうちに、低炭素に向けた技術イノベーションまたは社会イノベーショ

ン、これを早く造り出したほうがチャンスがあるんじゃないかということです。今、スマ

ートシティーとかコンパクトシティーと言われてます。中国ではコンパクトシティーやス
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マートシティーとか名前がいろいろありますけれども、全国１００カ所以上でそういうの

をやられてます。 

日本では環境モデル都市が選定されていて、ちょっと中国地方は残念ながら選ばれて

ませんが、近いところは北九州だったり、または京都だったり堺だったりありますけれど

も、次の４番にも絡んできますけれども、そこでビジネス展開もしながら、生活者の視点

に立った国土利用、都市計画等の社会変革で安全・安心な暮らしにつながるというんじゃ

ないかなと思ってます。これをいかにうまくデザインできるかというのが、低炭素社会な

のかなというふうに思っています。 

 ただ、足元はどうか。これもよく見られるグラフかもしれませんけれども、左のほうは

これは間接排出です。それぞれの部門で例えば家庭を見ますと１４％ってありますけれど

も、うち電力由来９％ってありますけれども、使っているエネルギーと電気も結局は石油

なり石炭なり天然ガスなり燃やしてＣＯ２が出てますから、それを事業者側でカウントす

ると、こういうような比率で１４とか１９とかになる。ただ、今はもう専ら家庭の削減を

頑張れ頑張れ、家庭の量は増えているというのは確かなんですけれども、産業ももちろん

頑張っていますけども、家庭及び運輸のほうにかなりしわ寄せが出るかなと思います。 

 排出量は先ほど所長のほうから話ありましたが、非常に喜ばしいことにぐぐっと減りま

した。ただ、嫌みも入ってますけれども。私の恩師の茅陽一先生がエネルギー資源学会３

０周年記念のときに、温暖化の話をされて、排出量が最近減ったとおっしゃいましたが、

私はただこれの減り方自体が経済がだめになって減ったっていうだけだと全く意味なく

て、また再び経済がよくなったら排出量はどうなるのか懸念があります。 

 やはりスウェーデンみたいに、国の構造自体、産業構造自体が変えていって、ＣＯ２を

出さなくても飯が食えるような産業に変わっていかないと、また増えちゃうんじゃないか

なと。本当に企業はいろいろかなり努力されて投資されてコストを払っていると思います

けれども、そういうのがなかなか表に見えてこない。炭素の価格づけも京都議定書が決ま

ってから一向に行われていない。排出量取引も試験段階でしかない。そういった国なの

で、２００７年までは増えていたんですけれども、これを今後どうやって考えていくか。 

 ただ一方で、その世界のエネルギー起源ＣＯ２排出量の中で日本のＣＯ２排出量は４％

ちょいですから、日本だけ減らしてどうするんだというような議論がもちろんあります。

逆に残りの９６％を減らすチャンスも日本にあるのかもしれませんけれども、ただ１人当

たりＣＯ２排出量を見ると、日本は１０トンぐらい、ドイツとかイギリスに近いんですけ
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れども、一方、中国は大分増えて５トン近く、インドなんて１トンとか、もっとほかの途

上国だってもっと尐ない。やはりこういうふうに見ていくと、減らす責任があるんじゃな

いかなというふうに思います。 

 ２０２０年に向けた削減目標は、今は２５％になっていますけれども、２００８年秋か

ら例えば去年の３月の３連休のうち２日間を資源エネルギー庁で昼過ぎから集まって、夜

遅くまで打ち合わせしたりして、数字のすり合わせをやったのですが、いろんな人がかか

わって、苦しい思いをして、科学的にオープンな議論の試みをしました。 

 そのときに、世界を対象にした技術積み上げモデルと日本を対象とした技術積み上げモ

デル、それから日本を対象とした経済モデル、この３種類のモデルを使いながら、日本が

そもそも何％削減する必要があるんだろうかとか、ほかの国と比べてどうなのだろうかと

か、どうやって削減できるんだろうかとか、あとは経済への影響がどうなるんだろうかと

いうようなシミュレーションをやりました。 

 ただちょっと一つ、皆さんに理解していただきたい、私が本業としているシミュレーシ

ョンモデルのことですけれども、これは箱なんです。モデル開発者が理解する社会経済と

エネルギーＣＯ２の関係を定式化した箱です。理解していないことは、この中に表現でき

ません。こういう分析をするときは大体過去の傾向をうまく表現しないと論文とか通りま

せんから、それがちゃんと検証できるということが大事なんです。 

 となると、過去の関係を逸脱するようなトランジションというか転換期というか、グリ

ーンエコノミーとかグリーンジョブとかっていうのは、ある意味転換期的なことなんじゃ

ないかなとも思うんですけれども、そういったことを表現することは過去にエビデンスが

ないのでなかなか苦手なんです。 

 そういった箱をつくって、上の前提条件を入れていくんです。人口がどうなるとか、経

済成長どうなる、産業構造です、鉄何トンつくるとか、セメントが幾ら必要だとか、そう

いう条件を与えながら、または技術もどこまで進むとか、いろいろ組み合わせて、それで

ぽんと出力が出てきます。どうやったら、その２５なり１５なり、幾つかの削減の組み合

わせができるんだろうかと、経済効果はどうなる、副次的効果はどうなるのかというよう

なことです。 

 その当時つくったシミュレーションによる結果ですが、全部で６つのケースがあったん

ですけれども、たとえば努力継続ケースでは９０年比プラス４％。最大導入ケースは９０

年比マイナス７％で０５年比ではマイナス１４％。当時の麻生首相は０５年比１４に勝手
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に１を足して１５％で発表しました。これは９０年比マイナス８％にあたります。だから

今の自民党のマニフェストも９０年比でマイナス８％が書いてあります。 

 それから、あと９０年比マイナス１５％というケースです。我々はこれを推しながらや

ってたんですけれども、そうすると２つタイプがあって、タイプＡっていうのが国立環境

研究所のほうが出したやつで、タイプＢっていうのが日本経済エネルギー研究所のほうが

出されたやつなんですけれども、太陽光それぞれ違いがあるんですが、いずれにしても２

５倍とか４０倍とか非常に大量な量が必要、今１００万キロワットをやっと超えて１５

０、６０万ぐらいです。これを２５倍にすると２，５００万キロワットぐらいになると記

憶してます。これを後押しする制度として固定買取価格制度があります。今もまさに議論

されてますけれども、そういったものの後押しでやれないかと。 

 あと次世代車です。エコカー減税、もうそろそろ終わりそうですけれども、あれでしば

らくの間プリウスが軽も含めて月間ナンバーワンの売り上げになりましたけれども、そう

いったものが普通に売られているような状況で、保有台数も何とか４分の１ぐらいになら

ないかと。 

 または、断熱住宅です。２０２０年には新築される住宅をすべて高断熱住宅などの省エ

ネ住宅にできないか。今は、経済省と国交省が手を結んで、こちらのほうに向けて政策づ

くりを今進めていますけれども、ここでは１年前から書かれていました。ただ、既築も含

めて全住宅の６０％にしようとするとこれはなかなか厳しい。これをどうやってやるのか

頭を悩ませています。 

 実は２５％も一応書いていました。一応っていったら怒られちゃいますけれども。当時

の民主党のマニフェストをちゃんと読めば２５％と書いてあったんですけれども、太陽

光、現状の５５倍、次世代車はもう新車販売の９０％、ほとんど全部、１つ上は１００％

と書いてありますけれども。あと断熱住宅、既築も含めて１００％改修、エネルギー多消

費産業の生産量は低下。炭素の価格づけが当然行われる。 

 ２００９年４月１４日の第７回中期目標検討委員会、３月２７日の第６回中期目標検討

委員会で報告しておりますが、この段階でかなりのあらすじは書いていました。４０％削

減も参考で書いてたんですけども、そうするとかなり産業の活動量を落としていかないと

いけません。 

 例えば家庭部門には常に大幅な削減が求められますが、２５％ケースになるとなりゆき

ケースに比べて半分以上減らすことが求められます。例えば、冷暖房機器の効率改善、高
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効率給湯器、エコキュートだったりエコジョーズでしたか、そういったようなものでやる

とかなり減るのではないか。太陽熱温水器や照明。それから、家電機器、エコポイントあ

りますけれども、効率改善です。冷蔵庫だったりとか、それから省エネナビとかという

の、そういう見える化で減らないかなということです。あと住宅の高断熱化、そして太陽

光発電。 

 電気の排出係数の変化も非常に大事で、原子力がちゃんと動いてくれるとか、再生可能

エネルギーの割合が増えることで大幅な削減が可能になるという数字の積み上げを、その

時点でやっていました。 

 運輸部門も燃費の改善が多いんですけれども、あと交通需要の対策、これは地域でもも

ちろんやっていかないといけませんけれども、そもそも移動しなくても何とかなる社会を

つくれないかと。 

 ただ幸か不幸か、そういった細かい数字の積み上げは余り皆さんには好まれなくて、去

年の３月２７日の夜中ではＮＥＷＳ ＺＥＲＯなどで経済影響の分析の数字が報道されま

したし、次の日の新聞も軒並み、どれぐらいＧＤＰに影響があるのか、または失業が増え

るとか、可処分所得が減るとか、光熱費の負担が増えるとか、普通に字が読めればそれな

らやらないほうが良いのではないかと思える数字の出され方をしている。 

 ただ、よくよく見ると、これ３、５、６に対する基準ケースということなので、この努

力継続ケース、これがベースになっていて、それに対して押し下げ効果があるということ

です。２０２０年のあるシミュレーションケースに対してこうなるよということで、実は

２００５年とか２０１０年とか、今に比べてこんだけ影響があるよというようなことでは

実はなかったんです。ただ、そこはちょっとマスコミの方も一部混同されてたんじゃない

のかなと思います。 

 というのは、２０２０年のＧＤＰは、どのケースでも、２００５年に比べると必ず増え

ているんです。または、皆さんの所得も増えるんです。押し下げ効果とは、この増え方が

減ることです。もっとＧＤＰが欲しいという人に対してはご不満かもしれませんけれど

も、ただ経済モデルもさっき言いましたように箱ですから、その理解する範囲ではこうい

うような結果が出ていますということです。 

 いきなり言いわけみたいなスライドですが、モデルの役割と限界、よい前提条件がない

とよい結果が出ません。それなら良い前提条件つくれよと言われそうですけれども、まあ

まあいろいろあるんです。現状のよいデータが必要だし、モデルによって得手不得手があ
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ることをよく理解していただきたく。 

 結局シミュレーション分析の結果って、どう使うかですから、皆さんがそれをこういう

のをちょっと理解していただきながらうまく使えばいいんです。例えば、オバマさんがや

っているグリーン・ニューディールだとか、もちろん経済モデル等でバックアップとって

ますけれど、大体アメリカの普通のモデルでやっても多分経済影響はマイナスになると思

いますけれども、それでも先を読んで、いや、あれで市場がつくれるんだとか、モデルで

表現できないことを加味しながらやるんです。韓国のグリーンエコノミーみたいなものも

それに近いです。韓国はグローバル・グリーン・グロース・インスティートというものを

最近つくり、それで飯食うんだと。 

 または、人々のためになる価値を定量化できないとシミュレーションには組み込めませ

ん。要するに、今回だったらシミュレーション、エネルギーとＣＯ２の関係をいろいろ示

していますけれども、でも何でみんな高断熱住宅にするんだろうと。それ光熱費節約のた

めに高断熱住宅に入れる人って僕はいないと思うんです、そのためだけに。それだった

ら、ほかの対策をやったほうがもっと効果的です。それよりも、寒くない家がいいとか、

夏暑くない家がいいとか、もしご家族で高齢の方がいらっしゃったら、温度のむらがない

ほうが、特にふろ場と脱衣所の温度の差とかが尐ないほうがいいんじゃないか。人々のた

めになる価値というのをどういうふうに入れたらええんやろかということが最後宿題とし

て突きつけられました。 

 麻生政権の後に鳩山さんがいきなり２５と言いました。ただ一つ注意しないといけない

のは、麻生政権が言っていた、今自民党のマニフェストで書いてある２００５年比１５と

か、９０年比８％というのは国内削減です。業界用語で言う真水です。国際交渉で言われ

ているのは、国内削減以外に、森林吸収、シンクと言っているやつですけれども、あと海

外クレジット、ＣＤＭだったりとか、ＪＩ（ジョイント・インプリメンテーション）だっ

たりとか、そういったものも含めて全部含めて２５ということです。 

 現時点で、ＥＵの削減目標は２０２０年までに１９９０年比２０％です。アメリカは２

００５年比１７％です。ＥＵはもうそろそろ３０に上げてくるかもしれません。いずれの

数字も国内削減だけではなくシンクやクレジットを含めた目標値です。 

 鳩山さんが出て、流れが変わった。これまでは私たちも関係したシミュレーションモデ

ルの結果も見て、麻生さんは１５（２００５年比）と言ったんですけれども、鳩山さんは

２５（１９９０年比）を選択しました。その後２００９年１０月後半からタスクフォース
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会合が行われ、これもまたこれで修羅場なんですけども、ＣＯＰ１５とか２０１０年６月

に閣議決定された新成長戦略等に影響を与えました。 

 また、２０１０年３月１２日に地球温暖化対策基本法案が閣議決定はしましたけど、先

ほど言いましたように国会の審議の時間が足りずに廃案になってしまいました。そして、

６月です、新成長戦略ロードマップが提示され、エネルギー基本計画見直しで、２０３０

年３０％削減、これ後で國峯さんのほうからお話があるかもしれませんけれども、そうい

うようなイベントがあったんです。 

 そして２５％の件です。その中長期ロードマップっていうのをタスクフォースが、やっ

た後に、１２月２８日からでしたっけ、そのロードマップというのをやり始めました。も

ともと中期目標検討委員会でも、どうやったらそれぞれの数字が達成できるか、あと政策

も一応は示してやっていたんですけれども、もっと具体的に本当に２５とか８０という数

字があったときに、どうやったらできるのか。つまり、いつ、どのような対策、施策を実

施するかということをもうちょっと本当にできる感が出るようなものをつくらないとこれ

は難しいねっていうことでロードマップをつくろうというようなことになりました。 

どういう暮らしの姿、先ほど低炭素社会の姿っていうのを書いていただきましたけれ

ども、それぞれのところでどういう姿になっているのだろうかとか、そこに至るには、い

つ、どこで、誰が、何をするんだろうかというのを何とか書こうとトライしたんです。 

 委員、私も入ってるんですけど、ちょっと今までと違うのは、例えば赤井さんは、産総

研の方で、超長期エネルギー技術ロードマップを中心に取りまとめられた技術に強い方な

んですけども、こういったある意味、経済産業省系の方にも入っていただいたり、あと荻

本さんももともと電源開発ですけれども、こういった特にグリッドとかスマートグリッド

的な話に強い人に入っていただいたり、あと大聖先生は自動車の関係で、伴先生は経済モ

デルで、このモデルがいろんなところでたたかれてますけれども、あとうちの増井と、三

村先生っていうのは温暖化の影響のほうでＩＰＣＣでもご活躍されている先生で、村上先

生は建築研究所の理事長で国交省に強い先生なんですけども、あと屋井鉄雄先生も、これ

タスクフォースで国交省推薦で委員として入られた先生なんですけども、地域づくりを見

ていただいたり。 

 いわゆる環境省のサポーターというような言われている人以外で、ちゃんと現場を持っ

ている人に入っていただいてやったのは今までとちょっと違うかなと思うんです。ただ

し、問題なのは、産業界の人が全く入ってないとか、一般の人が入ってないことでした。
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いわゆる学者でまずもうとにかく書いてみようというような試みだったと思います。 

 先ほど言いましたけれども、日々の暮らしでも住宅建築物は村上先生とか、自動車は大

聖先生とか、地域づくり、屋井先生とか、それぞれでワーキンググループっていうのをつ

くって、これ何回やったんですかね、３月２６日にたたき台をつくったんですけれども、

５０回ぐらいワーキンググループをやったんじゃないですか、全部合わせると。これも先

ほどのグラフに近いとこですけれども、こういうカバー範囲だよということです。 

 活動量です。さっきいい前提条件がないといい結果が出ないというのを言ったんですけ

れども、基本的にはタスクフォース会合なり中期目標検討委員会で議論されたような想定

です。粗鋼生産量１億２，０００万トンつくるとか、今が１億１，０００万ちょいであれ

なんですけれども、もっとつくるぞというんです。エチレンも尐し差があるぐらいで、セ

メントも尐し差がある、紙はちょっと増える。 

 最近、証券アナリストのヒアリングっていうのもやり出して、今現場の日本の現時点の

力っていうお話を聞くと、なかなかこんなにつくれる力があればいいなっていうような話

があるんですが、いろいろこういうタスクフォース会合なり中期目標検討委員会で議論し

てつくった数字なので、これを大事に置きながら、それでも２５％とかできるんだろうか

というようなことを検討して、世帯数はもうちょっと増えるとか、床面積が増えるとか、

そういった前提でシミュレーションをやっていきました。 

 そうすると、これは相当無理して積んだんですけれども、例えば２５％も真水でなんと

か、これちょっと表現がややこしくて、２５％の①っていうのが真水だと１５とか１６で

す。②っていうのが２０です。それで、③っていうのが２５なんですけれども、だから１

６とか１５だと、シンクやクレジットで残り１０％をやるということです。 

 あとは２０３０年のほうの分析もしました。そうすると、幅があるんですけれども、４

０％削減もやっていけば見えてくるんじゃないかと。エネルギー基本計画のほうは２０３

０年３０％ですけれども、見えてくるんではないかなというようなシミュレーションの分

析をしました。ただ、２０３０年になるともっと技術革新があるかもしれないんですが、

そういった要素は十分に織り込めていません。 

 当然むずかしさもあります。結局金の話なんです。これ削減目標に応じた追加投資額と

いうことがあるんですけれども、追加投資額、ここで小さい字で大事なことが書いてある

んですが、温暖化対策や省エネ技術のために追加的に支払われた費用を指す。例えば、次

世代自動車の場合、在来自動車との価格差がこれに当たる。エネルギー削減費用は含まな
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いと書いてありますけども、つまりプリウスを買うか、プリウスに匹敵する車、在来車を

買うかと考えたときに、その差額をこれ全部積んでいるんです。 

 つまり、普通の人だったら、でも車を買うときには別に差額だけで車が買えるわけはな

いんで、もちろんプリウスが２４０万だったら２４０万を払わないといけないんですけれ

ども、ほかの匹敵する能力を持つ、ただ燃費が悪い車が２００万円だとしたら、その差額

４０万円を追加投資というふうに名づけて、それをどこかで何とか捻出する方法はないか

とか、それが必要な追加投資額と定義してやると、例えば２５％を真水でやろうとする

と、１０年間で合計で１００兆円必要なんです。１年平均すると１０兆円、さあこれどう

したものか。 

 ただ一方、この①っていうのは真水で１５％ですけれども、それでも６６兆円必要なん

です。年平均にすると７兆円弱です。こんだけ金のない国で一体どうやってこれ捻出する

んだろうかと。ちなみに、炭素税をもし２，０００円かけたとします。で、日本のＣＯ２

排出量は１３億トン弱ですから、単純に掛け算すると２．６兆円なんです。環境省がそれ

を使う立場にあるのか、財務省がやっぱり分捕るのか、よく知りませんけれども。 

 もしそれを全部この温暖化対策で、それにエコポイントじゃないですけども追加投資額

に充てたとしても、どのケースも足りないんです。つまり、もう公の金だけじゃあ、これ

はできないんです。民間投資も必要なんです。 

 ただ、いいニュースもあって、地方の銀行にたまっとるお金の８０％は東京だったりと

か、ほかの国の投資に使われているんです。２０％だけが地方のそのビジネスだったりと

か、ご家庭だったりとか、そういうところに使われているらしいんです。その２０％が地

方のそういう何かインフラつくったらインフラで残って、または教育に使ったら、その人

づくりに残るとあるんですけれども、残りの８０％は金利が高いほうが大事ですから、そ

この資金運用なりに充てられるんです。 

 こういう金を何とか地域活性化、今日地域づくりっていうお題をいただいておきなが

ら、ほとんどそのスライドが入ってないんですけども、使う知恵はないんだろうかと。広

島大学で知恵出せないんだろうかとか、そういった大学の知恵もありますし、もちろん企

業の方、いずれにしても何か投資していかないと、自分たちも成長できませんから。それ

をその一企業の成長ももちろんですけれども、地域の成長とかにもつなげていけないかな

と思ってます。 

 新エネとか太陽光発電は、これもう山のように必要です、２２兆円とか書いてますけれ
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ども。今は市民ファンドみたいなんで、みんなで共同で発電所をつくろうというのもあっ

たりとか、または飯田市みたいに市で太陽光発電全部買い取って、それを市民に貸すんで

す。浮いた光熱費で返してくださいと。そうすると、大きな目で見るととんとんとかちょ

っとは利益が上がるというような事業らしいんですけども、そういうゼロコストで一般の

人が太陽光使えるような仕組みをつくるんです。だけど、金はちゃんとどこかからか出て

いるというようなことです。 

 そういったことをいろいろ考えないと、多分ここが一番ネックになって、２５どころか

１５もちゃんと金がこういうところに回る仕組みにならない。証券アナリストの人に聞い

ても、環境は二の次でそれでどれだけリターンがあるのみたいな感じなんですけれども、

そういった人たちの手に及ばないところでもお金が回る仕組みを考えないといけない。バ

ングラデシュとかあちらのほうではマイクロファイナンスみたいな話もありますし、そう

いったことができないのかなと。 

 ただ、一ついいニュースは、この１００兆円、仮に出しても大部分はエネルギーの削減

費用で返ってくるんです。その２０１０年から２０２０年の間に１００兆円必要だったと

しても、半分は同じ期間に返ってくるんです、この濃い青いところです。残り半分は、例

えば家みたいに２０２０年以降も存在するものに投資しているならば、残り半分も返って

くるんです。 

 つまり高断熱住宅なり、今ゼロエナジービルディングとか、ゼロエナジーハウスとかっ

ていうのがはやっている、一部業界ではやり出しつつありますけれども、そういうところ

に住んでいると、最初の金はかかりますが、後で燃費のいい車に乗っているのと似たよう

なもんで、ガソリン代なり光熱費は返ってくるんです。それを自分のその計算の中に入れ

られるかどうか。 

 投資回収年数という言葉にもなるかもしれませんけれども、それを安心して投資できる

仕組みを、そういう立場にある人がちゃんと考えられるかどうか。そうしないとみんなお

金はたんす貯金なり、どこか大手銀行に行ってとか、地銀に行って、地銀は地銀でそれを

またどこか利率がよさそうなところに何とかお金を回してもらうというようなことがまた

繰り返されちゃうんです。 

 あと、これも非常に重要なことなんですけれども、我々これ２５％真水ケースをやろう

としたときに、原子力のところですけれども、新設を８基つくるとか、稼働率を８８％ま

で上げる、今６０％台ですけれども、ちゃんと動かしてここまでやってもらわないと、な
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かなか真水で２５っていうのはしんどいと。 

 これが途端に、例えば稼働率８０でもなかなかいい数字なんですけれども、８８まで行

かないとすると、大体２％ぐらいＣＯ２が増えちゃうんです。または、その８基もつくれ

んと、２基しかつくれんというふうになると３％ぐらいです。それでも、稼働率８８、も

し稼働率８０％で新規２基だと４．５％、つまりさっきの２５って言ってたのが２０にな

っちゃったりとか、２０って言ってたのが１５になっちゃったりとか、それぐらいのイン

パクトがあるんです。 

 あと、家庭です。これ皆さんかかわっている方はもうご存じかと思いますけれども、よ

く冷房とか暖房をこれちゃんとやらなあかんのちゃうかと思われるかもしれませんが、実

は家庭内のエネルギーから出ているＣＯ２排出量を見ると、給湯とか、あと照明・家電と

か、こちらのほうが多いんです。 

 環境省の方がいる前で批判するのもあれなんですけれども、やっぱり夏は２８度とか、

冬２０度でしたっけ、ああいうのばっかり聞かされると、ここがネックなんじゃないかな

と思うんです。みんなまじめにやるんです。余りやってない場合のとこもあるかもしれま

せんけれども。冷房はもちろん電力会社にとってみると、ピークの電力削減という意味だ

と、その容量をコントロールするためには重要なところですけれども、量としては余り効

かない。もちろん、でも今はどんどん増えてますけれども。 

 そうなると、その断熱性の高い住宅に住むことだったり、あと給湯、高効率給湯器を入

れることのインパクトっていうのは結構あるんです。余り皆さん太陽光をつけたりとか、

そっちのほうが格好よく見えるんでやりますけれども、地味な対策かもしれませんが、結

構大事だと。 

 あと家電です。家電は２０年とか冷蔵庫を持っている方とか、それをさらに捨てないと

かになるとちょっと困るんですけれども、普通に買いかえていただければ、今最新のもの

はほとんどどれも性能はその前のものの２倍だったりとか、かなりよろしいですから、そ

れは何とかなるんではないかなと思いますけれども、こういうとこです。 

 もしこれ２０５０年までこれを考えるとどうなるかというと、これ村上先生のワーキン

ググループでやっていただいたんですが、彼らの掲げたキーコンセプトとしては、行く行

くはゼロエミッション住宅・建築物の普及。ゼロにするのがいいのかは分りませんが、で

も排出量の限りなく尐ない住宅です。 

 あと、中央政府と自治体などが連携した横断的、総合的取り組み、よく言われるような
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こと、でもこれをちゃんとやらないと。 

 あと、建物性能などの見える化です。ラベリング制度等、ＣＡＳＢＥＥとある、こんな

星がついているんですけども。こういったものをどの住宅もきちんとやって、それがいい

住宅なのか、燃費がいい住宅なのか、そうでないのか、住み心地がいいのか、よくないの

かっていうのを、きちんとラベリングしてあげないと投資できないです。 

 もし、その家を手放すというときに、その投資している家にはちゃんとした値段がつい

て中古住宅のマーケットのほう、ちゃんとその市場ができれば、こういった高断熱住宅に

するかもしれませんが、特にリタイアされた方とかになると、今からまた投資するのかと

いうようなことにもなってしまうかもしれないんで、そういうラベリング等は必要なんで

はないかと。これは先ほどのお見せした数字にも近いんですけども、これは国立環境研究

所でシミュレーションしたような数字に対して、それぞれこれはどういうふうな改革をと

っていこうかと。 

 それで、ロードマップです、こういうのを書いたんです。ここに目標を書いてある。２

０２０年、次世代基準以上新築１００％、２０３０年、ゼロエミ住宅新築１００％、２０

５０年、どの家もゼロエミとか、そういう目標を立てたならば、これぐらいのスピードで

政策を打っていかないといかんのちゃうかなと。 

 環境基本性能の基準の向上で、住宅の断熱の基準は次世代基準というのが一番新しいん

ですが、次世代と言いながら平成１１年、つまり１９９９年につくった基準が次世代で

す。当時次世代だったんでしょうね。それを早く次の次世代基準をつくるとか、ゼロエミ

基準をつくる、まず基準づくりが大事なんです。 

 そして、性能表示、さっきのＣＡＳＢＥＥじゃありませんけれども、ちゃんとやっとる

よというのを示してあげる。また、トップランナーです。これもなかなか日本が誇るいい

制度だと思いますけれども、住宅もトップランナー制度です。そうやってみんないい家つ

くろうということです。トップランナー、こっちのほうの機器制度、原単位の見直しとか

というのも組み合わせて、家の中のやつです。 

 それから、経済的支援、今あるエコポイントみたいなのも継続させてやったりとか、グ

リーン家電購入、行く行くはゼロエミ住宅補助、こういう補助は徐々には尐なくしていき

ながら、違うもっとチャレンジングなものに対しては最初の導入のきっかけはやってあげ

ようとか、太陽光発電の固定価格買い取り、あとリフォーム、先ほど申しましたけれど

も、そういった安心してリフォームできる体制を住宅履歴情報、診断情報の取得ができる
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ようにしてやれないかと。 

 あと中小工務店の技術力向上、これも大事です。日本の住宅、８割は地方の中小工務店

がつくっています。２割はよく宣伝しているような大手工務店がつくっているんです。で

も、２割の大手工務店もかなりこれ下請させてますから、ほとんどが結局は地場の中小工

務店がつくっています。彼らがそういうのを理解してつくれないと、とてもそんなふうに

は普及しないし、またその地域特性に応じた住宅もあります。広島だとやはり暑くて、冬

そんなにもし寒くないならば、そういうふうな設計で、それで省エネな住宅を作る。東北

でつくっている家と同じものを持ってきても仕方ありませんから。 

 そして、見える化です。先ほどのラベリングもありますけれども、スマートメーター等

も入れながら、一体どれぐらいエネルギーを使っている、ＣＯ２を使っている、それでお

金がどれだけかかっていると。それで、みんな太陽光をつけた人は結構メーターを見て、

家庭内の省エネにたくさん売ってやろうということで頑張って自分の家の電気消して、電

力会社に買ってもらおうということをされとるらしいんですけれども、そういったもの。 

 またはノンエナジーベネフィットは、ちょっと後でも説明しますけれども、省エネ以外

の価値です。先ほどの高断熱住宅の例ではありませんけれども、そういったものをどうや

って広めていくかなと。ライフスタイルの省エネ化、低炭素化です。 

 例えば、太陽光です。ちょっとこれもう時間がなくなってきたので簡単にしますけれど

も、これ今戸建て住宅が５，０００万世帯のうち５５％、集合住宅が４５％あるんですけ

れども、それぞれの割合で、どこに太陽光を乗せてもらったら、例えば１，０００万世

帯、日本全体でいけるんだろうかというのを試算したものです。 

 ちなみに、この新築住宅、今後２０２０年まで、２５％の家が新築になるとしたら、そ

のうちの３０％に太陽光をつけていただいて、あとはその既築の住宅、残りのうちのここ

の部分です、だから単身世帯を除いた２０％のところで太陽光をもし追加的につけていた

だくと、１，０００万世帯というような数字が例えば積み上がったり、そういうような、

まだ粗いんですけれども、そういうロードマップにつながる試算というのもやったりして

います。 

 あと、ノンエナジーベネフィットのところなんですけれども、これも字ばっかり書いて

ありますが、環境価値創出に対する便益です。さっきの省エネとか、あとＣＯ２のものと

かです。 

 それから、地域経済への波及に伴う便益です。そうやってやることによって推定される
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地域経済への波及効果です、工務店の人がもうかるとか、それによっていろいろ土木工事

が発生するとか、そういったものがあると。 

 または、リスク回避です。対策を実施しなかった場合に偶発的事故で法規制強化、健康

影響等が生じたときにこうむる損害損失です。早目にやっておけば、大雨の話じゃありま

せんけれども、リスクを回避できる便益があります。他には、普及、啓発効果による便益

などもあるでしょう。さらに、執務、居住環境の向上による便益とかもあります。家が寒

くなく、暮らしやすくなるというのもありますし、あと知的生産性の向上とかというのも

あるんです。いいビル、いいキャンパスに行くと、いっぱい論文書かないといけないと

か、そういうことになっちゃうのか分んないんですけれども、もちろんでもいい環境で、

仕事なり暮らしができるというのは、定量的な評価はしづらいけども、非常に重要な価値

ではないかということです。 

ちょっともうこれ字が小さくなってますけれども、そういう便益の効果をある地域で

分析されています。もしご関心あったら次のページに示してある資料を是非ごらんいただ

ければと思うんですが、そのノンエナジーベネフィットというのを入れると、対策コスト

っていうのは大分下げることができるというような分析をしました。 

 つまりエネルギーとＣＯ２の価値だけで見ると、対策コストっていうか、なかなかペイ

（Ｐａｙ）しないんです。高断熱住宅を自分が生きている間に光熱費だけで回収しようと

する、多分ほとんどかなり難しい話です。だけれども、家の住み心地がいいとか、そうい

うのも価値として入れれば、それは大分ペイするようになってきます。 

 そういったものを組み合わせながら、高断熱住宅もありますし、さっきの低炭素都市み

たいなスマートグリッド、こういうのを全部組み合わせていって日本のグリーン市場をつ

くっていくとか、世界のグリーン市場をつくっていくとか、雇用を生み出していくという

ことが大事なんじゃないんかなということをまとめてます。 

 あと、経済モデルの話も、先ほどご紹介した伴先生の経済モデル、彼のモデルでやると

イノベーションが将来起こるということを推定して、２０２０年までの投資とかを最適に

やるとＧＤＰは押し上げる効果があるんじゃないかと。だから、経済モデルも使いような

んです。そういうのを最初から前提条件で入れてやれば、そういう結果が出ますし、入れ

ないとマイナスの結果しか出てこないです。 

 だから、そういったところで、やはりまた公平、先ほど２５％、先進国全体で２５から

４０と言いましたけれども、先進国の中でもいろいろ国によって違いがありますから、責
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任によったり、能力によったり、実効性によって２５のうち真水は一体幾つやるんだろう

かというような話も出てきます。 

 最後、ほとんど時間なくなっちゃったんですけれども、そもそも何でそんなことをやる

んやろうかというようなところに立ち返りたいと思います。 

 これ勝手に名刺みたいなのを使っているんですけど、ローカーボンソサエティ２０５

０、富士山の山の尾根のラインのようにＣＯ２を減らせれば、低炭素社会ができるんだ

と。そうすれば、ここ偶然なんですが、２０５０と書いてあるの２度と５度に見えてい

る。２度できるんじゃないか、またはできないと５度まで上がっちゃうんじゃないかと、

勝手なイメージなんですけれども。 

 ２つのビジョンというのを描いて、２０５０年、どんな社会に住みたいのかと。ひょっ

としたら、この２つとも皆さんが住みたいと思うものではないかもしれない。そうした

ら、皆さんでもちろんつくっていただくことが大事だと思いますけれども、活力、成長志

向のビジョン、より便利で快適な社会を目指す方法もあれば、またはゆとり、足るを知る

と、もったいないというようなビジョンもあるでしょう。 

 そういったビジョン、楽しいビジョンも描きながら足元も見ていくと、日本の人口分布

が変わるんです。２０００年、だからもうちょっと１０年前ですけれども、第１次ベビー

ブームがあったころの団塊ジュニアが５０年後になると、当然人間は１年に１歳ずつ年を

とりますし、今の出生率は低いですから、本当の逆ピラミッドです。低炭素社会も大事だ

けど、この高齢化社会に対応するインフラを今からつくっとかんと困りますね。 

 僕も２０５０年まで生き残ったら７７、８歳ですけれども、大変なことになるんではな

いか。また、７７、８歳が一番男の世代で多いっていうのもこれは明るい未来なんかどう

なんか、よう分らんですけれども、でもそうなるんです。 

 そういったことも考えながら、国家戦略というかグランドデザインをつくっていく必要

があるでしょうね。ただ、家の生活は楽しいほうがええかなと、これは一緒にやっている

女性の研究者の方がかいた絵なんですけども、ロボットが子供の面倒を見ているとか、お

母さんの面倒を見てくれる人がいるとか、奥さんがふろに入っているときは亭主が飯をつ

くる、そういった楽しい生活を描きながらも、ある程度は技術が、太陽のさっきの話じゃ

ないですけども、太陽光発電とか太陽熱温水器とか、家の中の技術もいろいろあります

し、あと見える化ですとか、エコライフの環境教育みたいなものもあるかもしれません。 

 何でそういうのが必要かというと、さっきの断熱の話もありますけれど、実はこれ２０
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０５年時点で、無断熱の家が４０％弱あるんです、全く断熱していない。全然家が暖まら

ないです。旧基準がほとんどです。こういうのをいかにこういうふうに数字を増やしてい

くかと、これは時間かかります。無断熱の家と次世代基準の家だと効率が４倍以上違うん

です。エアコンはトップランナー制度もありますから、過去１０年でもかなりＣＯＰって

いう成績計数です、電気を１入れたときに３倍、４倍の冷房なり暖房ができるんですけれ

ども、ＣＯＰ成績よくなってますんで、将来もよくなってくれないかなと。 

 そういうのを組み合わせると、２０５０年、必要なサービスは満たしてもエネルギー需

要は２０００年に比べて半分にできるんではないかと。さらに、２０００年時点で、家庭

で使われているエネルギーのうち石油４０％、ガス２０％、電気４０％、太陽で１％（ほ

とんど太陽熱）で、６０％燃やせばＣＯ２が出る化石燃料を家庭で使っているんですけれ

ども、そういうのを思い切り尐なくする。シナリオＢだとガスがありますけど、これもバ

イオマスで何とかやるとかというようなことです。 

 ただ、この結果を２００７年２月１５日につくって、２００７年２月１６日にガス会社

の講演会で話させていただいたときに、ガス会社の人が、どうやって私たちは飯を食って

いけばいいんですか、という質問を受けました。低炭素社会なり、エネルギーをそういう

化石燃料に頼らない社会を描くともうこうなっちゃう、とお答えしました。昭和シェル石

油は陽光をつくってたりとか、ガス会社も太陽熱温水器と組み合わせたり、実は様々な取

り組みが始まっています。普通の消費者は結局熱も光もどんなエネルギーで提供されるか

は余り気にしないで、家のものがちゃんと動けばいいというところで、石油会社、ガス会

社、電力会社といったエネルギーサービスのプロならば、そういう低炭素社会なり資源を

余り使わない条件の社会の中で、そういった制約の中で消費者のためになるエネルギーを

配達したり、つくって行ってほしいし、そういう会社が生き残るんではないかなというふ

うに思います。２０５０年は本当にどうなっているのかわからないところもたくさんあり

ますが、わからないなりに２０５０年のシナリオを提示することで考えるきっかけにはな

るんじゃないかなと。 

 ２０５０年８０％削減の姿です。これは８０％までこれ行きそうですね。需要側で圧倒

的な効率改善が進んで、スマートグリッドのようなマネージメントシステムが進んで、が

がががっと減っちゃいますから。乗用車はほとんどが電気自動車やハイブリッドになり、

家庭はすでに説明しましたからもういいですね。産業も石油から天然ガスへの転換とか、

ひょっとしたら電気を使うようになるかもしれませんということです。 
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 そういうのを実現させるために、私たちは１２の方策というものをつくりました。何度

も言いましたが、快適さを逃さない住まいとオフィスとか、トップランナー機器をレンタ

ルする暮らしとか、低炭素以外の価値が高まるような住宅がデザインされ普及していった

ら勝手に低炭素になるんじゃないかなと思っています。 

 安心でおいしい旪産旪消型農業とか、森林と共生できる暮らしとか、一見これ低炭素と

何の関係があるんだろうかと思われるかもしれませんけれども、１２月のクリスマスのと

きにやっぱりイチゴのケーキを食うのもうれしいんですけれど、ちょっと考え直すとか。

そのためにどういうエネルギーが使われているんだということです。地産地消も大事なん

ですけれども、やっぱりハウスものでエネルギーをいっぱいたいてやるっていうのはなか

なか相当エネルギー集約型農業です。あと滑らかで無駄のないロジスティクスとか、歩い

て暮らせるまちづくりとかいろいろ書いてます。 

 全体を支えるものとして見える化で賢い選択、低炭素社会の担い手づくり、皆さん担い

手ですから、低炭素社会を設計する、実現させる、支える立場にいらっしゃると思います

けれども、そういったものが非常に大事だと。 

 先ほども言ったかもしれませんが、やっぱり時間がかかるんです。その政策が、今はす

ごい勢いで政策をつくっているんで、５年ていうことはないでしょう、もう半年、１年で

ばしっと、ただ基本法がこれどうなるか分んないんでありますが、まあまあそこはちゃん

と国民もよく監視して、早くやろうよっていうんだったら、政治家も動きやすいでしょう

し、国民がいやいや、やるといっぱい負担が増えて大変なことになるんじゃないかと理解

するとなかなか進まないし。 

 あと、こういう人のキャパシティー・ビルディングするのも長い時間かかりません。も

う全国津々浦々の人たちがそういうのをつくれるようになったりする必要がありますし、

あと家です、日本の家の寿命が大体３０年から３５年ぐらいですけれども。となると、ワ

ンチャンスです。次、家を建てかえるときに、効率のいい家に建てかえないと、それをず

っと３０年、３５年、途中でリフォームすれば、まだほかの道はありますけれども、やっ

ぱり最初からやったほうがトータルのコストは安いです。ワンチャンスです。そういうの

を全部積み重ねてやっと２０５０年まで。２０５０年っていってもまだ先ですけれども、

近いかもしれません。 

 あともう大分時間なくなっちゃったんで飛ばしますけれども、ＣＯＰ１５です。去年コ

ペンハーゲンでありました。いろいろ何も決まんなかったんじゃないかというような話も
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ありますが、私がすごくびっくりしたのは、途上国も排出量目標を出すようになった。こ

れはＣＯＰ３、京都議定書のときと大きな違いです。その数字の多寡はありますけれど

も、中国、インドも出しているし、韓国も出しているし、インドネシアも出したりとか、

ここには書いてないですけど、マレーシアも出している。 

 そういう数字を首相が出すと、日本と同じように行政マンはみんな大変なんです。これ

どうやって実現させるんだというので、今年の２月にインドネシアに行ったときもワーク

ショップをやったら、開発省だったり、環境省のえらい人が来たりとか、マレーシアに行

っても、ナジブ首相が言ったから、これどうすりゃあええんだっていうので、我々低炭素

社会のシナリオを一緒に書きましょうということで、結構喜ばれたりするんです。ただ、

それを本当にどうやって実現させるプランを書くかっていうのは、これはなかなかしんど

い仕事ではあるんですけれども、意味あると思っています。 

 ということで、日本が言った２５％っていうのは、国内だけじゃなくて世界にもある意

味勇気を与えたんですが、もっと大事なのは、どうやってやるか、どうやって持続的にで

きる仕組みを今のうちにつくれるかだと思うんです。 

 金出せば、さっきのように１００兆円何とか捻出すればできなくはないかもしれないけ

ど、それだとこの２０３０年、４０年、５０年、つながらないんです。かといって、緩い

目標でやって、最後たどり着かないというのも困るし、一体そもそもの本当に必要と思う

社会とどれだけうまく組み合わさって、ああ何か知らんうちにＣＯ２減っているわという

ぐらいまでの設計ができるかどうかというのが問われているんじゃないかなと思っていま

す。 

 うちの嫁はピアノの先生をやってて、ピアノもまさにバックキャスティングだなと思う

んです。彼女はクリスマス会なり、自分のピアノの教室の発表会の日を決めたりするんで

す。子供たちとどういう曲を弾くのとか相談しながら曲を与えて、彼らはその日にばしっ

と本番でびしっと決めないといけませんから練習していくんです。２０２０年、２５％削

減とか、２０５０年、８０％削減とか、まさにそういうことです。そのためにどんなプレ

ゼントを用意できるか。プレゼントをこれ持つと、みんなこっちを見るんです。 

 ここに来る前に、鞆の浦に行ってきました。「一人には一人にしかない光がある」と書

いてあるんですけれども、本当に今年１０月に生物多様性のＣＯＰもありますけれども、

いかに多様な人間をそれぞれの役割、それぞれの能力を発揮していただいて、低炭素社会

だけつくるんだったら余りおもしろくないんで、その地域がどんどん楽しくなる、わくわ
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くするような、必ずしも金がもうかるだけでなくて、そういうのをやっていけば、でもそ

れはうまく方向づけできれば低炭素社会にならないかなというふうに思っています。 

 そのためには、僕はエビデンスが必要だと思っています。是非どんなエビデンスでもい

いと思うんですが、やってできたということをみんなでシェアしていくと力になるんじゃ

ないかなというふうに思います。 

 ちょっと長くなりましたけれども、以上で講演のほうを終わらせていただきます。どう

もご清聴ありがとうございました。 

○司会  

藤野先生、ありがとうございました。 

 これより、ただいまのご講演に対する質問を受けたいと存じますが、藤野先生にはこの

基調講演の後に行います本会議においてもご助言等をいただくこととしております。本会

議にご参加される方はその場でもご質問等ご発言いただけますので、この場では傍聴の方

からの質問を優先させていただきたいと存じます。 

 質問のある方はマイクを持ってまいりますので、挙手をして事務局にお知らせくださ

い。質問の際には、所属、お名前をお願いいたします。 

 それでは、お願いいたします。 

○独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター 藤野主任研究員 

 何でもどうぞ。 

 または、自分が書いたことをご披露していただいても構いませんが、何かありません

か。 

○司会 

 よろしいですか。 

○司会 

 なければ、本会議に参加される方もあわせてご質問等あれば。 

○独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター 藤野主任研究員 

 何か反論でも。 

○岡山大学大学院 堀部明彦教授 

 岡山大学の堀部でございます。 

 とても興味深い話を分りやすく教えていただきありがとうございました。非常におもし

ろかったです。 
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 私もロードマップというのは非常に大事だとは思います。ただし、例えば京都の議定書

に対してもロードマップをつくられましたが、それが余り成功していない部分もあり、そ

れはどこがおかしかったか、その反省をどこに含めて今回のロードマップを検討するのか

というのを教えていただければと思います。 

 

○独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター 藤野主任研究員 

 非常に重要、過去の経験を顧みるの、とても大事だと思います。ちょっと語弊を恐れず

に敢えて言うと、ああいうところで京都議定書でつくったロードマップはつじつま合わせ

です。どうやって積み上げたら数字になるかと。政策とリンクしてないんです。政策をや

る人が死ぬ気でやらないと、実現できないんです。 

 確かに産業界は自主行動取り組みとかで自分で宣言して、キャップをある意味かぶった

わけです。そうすると、頑張るわけです。電力会社も鉄鋼も自分ができなかったものはク

レジットとして外に金を払って買ってこないといけないというとこまで追い込まれるんで

す。 

 肝心の国のほうが死ぬ気で政策をつくらないと、数字はできたけど、だからロードマッ

プのところも、今回政策とかあえていっぱい書き込んでいるのは、そこが何とかできない

かなというのがあります。ただし、やはり一番よくないのは、ロードマップをつくって満

足しちゃうことだと思うんです。実現しないと意味ないですから。 

 そのためには、今回ちょっとロードマップ自体、お配りしていないんで、もしよかった

ら見ていただいて、あとパブリックコメントもまだ受け付けてますので、チャレンジして

いただければ。 

 私は理科大の講義の授業にして、学生に書かせたんですけれども、これがなかなか読み

づらいんです。ぱっと見て、もう何か寝る前に読むと本当にいいと思うんですけども。や

っぱり私もその一端を担った責任ありますけれども、どうやって伝える、コミュニケーシ

ョンをするというところになかなか視点がまだ十分行ってなくて、そこをさらにやろうと

いうことで、このロードマップの小委員会の下にコミュニケーション・マーケティングワ

ーキンググループというのを新しくつくって、何とかロードマップ自体を理解してもらう

のもそうですけれども、生活者の方、消費者とあえて言いませんが、生活者の方が何を考

えとんのか、どういう情報が欲しいのかということを聞かないと、政策のマーケティング

をしないと実現しないんじゃないかということです。 
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 そういうのをチャレンジしてやろうと思っているんですけれども、本当ご指摘のとおり

で、僕はこれ下手すると、ロードマップってつくると楽しくって、成果は上がっているよ

うに見えるんで、どんどんどんどん毎年つくっちゃうんですけれど、それが仕事になっち

ゃあいかんなということで、本当に自戒の言葉ありがとうございます。 

○岡山大学大学院 堀部教授 

 ありがとうございました。 

○司会 

 ほかの方。 

 どうぞ。 

○認定ＮＰＯ法人おかやまエネルギーの未来を考える会会長 （廣本悦子） 

 ロードマップのことがよく分っているわけではなく、飲み込めてないんですが、お話の

中で２５％の３のケースをやろうとすれば、原子力発電の稼働率が８８％で新設が８基、

これでなければあとは増えてしまうというお話だったですよね。 

 これを必ず守れるということもなかなか難しいんじゃないかと思うのですが、それでも

こういうふうに入れないといけないのか。もっとほかの方法でやっていくという選択肢を

示すほうがいいんじゃないかと思います。 

 それともう一つ、さっき先生がおっしゃったように、意見募集もされていたんですが、

私たち生活者としては、いろんなことが分ってないとなかなか意見が出せないという、ご

くごく一般の人間には意見を出すところの情報もなかったり、それをかみ砕いた情報がな

かったりということで、本当にどうしたら広げていけるのかというふうに思うんですけれ

ども。 

 

○独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター 藤野主任研究員 

どうもありがとうございます。 

 原子力の、まず最初のご質問のこのケースなんですけれども、確かにもうちょっと太陽

光をさらに増やしたり、でもこの２５％ケースになると太陽光がたしか７，０００万キロ

ワット以上、だから今百四、五十万を超えたぐらいですので、さっきの５５倍とか、そう

いう数字に近づいていって、これが本当にスピードとして間に合うのかなとかあったりと

か、本当はあと産業界、産業界のほうで鉄の生産量が高付加価値の鉄はつくって、売る量

は尐ないけどもうけはちゃんと獲得するような仕組みができるんだろうかとか、今中国需
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要で売れている部分がなくなっちゃったら、例えばエチレンとか生産は３割減るんじゃな

いかという話もあったりしますけれども、そういうのも入れると、減り得ます。 

 そういう意味だと、原子力だけに頼らなくてもやり得るパターンはありますが、いずれ

にしてもどの部門でも相当な努力を上げないと、だから目標って多分３０％とか上げとか

ないと、２５って実際できないかもしれないし、そういうようなレベルで原子力もやはり

そういうようなレベルです。 

 ただし、おっしゃっているように８８％、８基というものの実現性、これ委員の方から

ご指摘いただいて、それだけでやるのはおかしいんじゃないかというので、こういう感度

解析の結果もお示ししたんです。そもそもこの８０％、２基っていうのも本当にできるの

かどうか、そういうところもあるかもしれませんというのが、まず最初のご質問へのお答

えです。 

 ２番目のその情報、これがなかなか我々も悩ましいところがあります。我々は研究所の

ほうで、例えば中期目標検討委員会でどういう数字を積み上げて計算したとかっていうの

は全部公表はしているんですけれども、多分見ても分らないかもしれない。ただ、研究者

がそれを分るための資料をずっとつくっていると研究できなくなっちゃうという悩みもあ

る。 

 だから、そういうところで、例えばサイエンスのインタープリターというんですけれど

も、そういう科学の最先端のことを分りやすい言葉にして一般の人に伝えるっていう講座

が東大にあったり、早稲田大にあったり、広大にもあるのか知らないですけれども、そう

いった人たちがちゃんと飯食えるようにする仕組みをつくって、そういう情報をつくって

もらうとか、または特に技術者の方とかはそういう数字にまだ抵抗はないかもしれません

で、今後リタイアされる技術者の人だったり、そういうのに関心ある人にＮＧＯ、ＮＰＯ

活動でそれぞれの現場で数字をつくっていくとか、そういう意味で全国温暖化防止推進セ

ンターとか、まさに僕は彼らの役割はそういうとこだと思ったんですけれども、うまく表

現できずに仕分けられちゃって大変なことになってますが。 

 環境省は環境省である意味たくさんの情報を出していますから、いろんな情報はあるこ

とはあるんですけれど、どこを見ればいいか分んないという問題もあります。それを本来

ならワンゲートでやるべきなんです。その一つのホームページを見ると大体全部のことが

書いてあって、そこがある程度信頼できるっていうサイトを本気でつくれるかどうかで

す。 
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 っていうようなおもしろい課題はいっぱいあるので、是非その分らないことを伝えるこ

とも僕は大事だと思います。ロードマップ小委員会では、４月から始まったんですけれど

も、産業界の方なり、ステークホルダーと呼ばれる人のヒアリングをずっとしました。 

 その中で、主婦連合会の方が、いや確かに温暖化は身にも何か迫ってきているような経

験もあるし、やらないといけない。そのためにはコストもある程度負担しないといけない

かもしれないと言っているんですが、彼女が言ったのが、自分はどこが分らないかも分ら

ないと言ったんです。 

 でも、現状の実態把握は非常に大事ですから、まずそこから始めて、じゃあどういう知

識を積み重ねていく必要があるんだろうかとか、そういう戦略はみんな一人ずつ考えられ

る人は考えていって、チーム組んでそれを知らない人にどうやって伝えていくかとか、や

っぱり役所だけに頼っていても、役所も余り関心ない場合、ロードマップをつくったとき

に枝廣淳子さんが言って、はっと思ったのが、このロードマップをつくるために生活者に

どれぐらい意見を聞きましたかって言われて、ああ全く聞いてないんです。 

 そういったところで、分らないこと、知りたいんだけど分らないっていうことは是非伝

えていただけたら、それは国としてはそういう国民に奉仕するのが公僕の役目だと思いま

すから、そういう意見も非常に大事だと。ありがとうございます。 

○司会 

 あとの予定もありますので、講演の時間はここで終わりたいと存じます。 

 ご質問等あります場合は、後ほど環境事務所のほうにお寄せいただければ、藤野先生に

お伝えする等対応をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター 藤野主任研究員 

 メールでもいいです。どうぞ。 

○司会 

 メールでもいいということですので、よろしくお願いいたします。 

 藤野先生、どうもありがとうございました。 

 それでは、ここで１０分間、１５時１０分まで休憩したいと思います。 

 ここの会場の模様がえを行いますので、傍聴席の方はそのままで結構なんですが、事務

局より前に座っておられる方、メンバーの方と随行者の方は、一たん資料をお持ちになっ

て、外のほうにお願いいたします。テーブルの上の資料等を全部お持ちになって外のほう

にお願いいたします。傍聴席の方はそのままで結構ですので、よろしくお願いいたしま
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す。１５時１０分まで休憩したいと思います。 

   

 午後３時００分 休憩 

 

○司会 

 それでは、皆さんおそろいになりましたので、本会議を行いたいと思います。 

 ご出席メンバーにつきましては、中国エネルギー温暖化対策推進会議第６回会合出席者

名簿でご確認いただきたいと思います。ただ、一番後のオブザーバーとしてご出席いただ

くことになっておりました株式会社日本政策投資銀行中国支店様はご欠席です。 

 それでは、議事次第３の構成員についてですが、資料につきましては、「中国地域エネ

ルギー・温暖化対策推進会議構成員の変更について（案）」というものを用意しておりま

すけれども、その資料になります。 

 東京大学大学院横山先生のご退任に伴いまして、後任として岡山大学大学院堀部先生を

お願いし、新日本石油精製株式会社様は、ジャパンエナジーとの石油精製販売事業の統合

再編に伴い、新たにＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社としてご参加いただき、更に本年６

月１８日に鳥取県において地球温暖化防止活動推進センターが指定されたことに伴い、鳥

取県地球温暖化防止活動推進センター様に新たなメンバーとしてご参加いただきたいと考

えておりますので、ご了解をお願いいたします。 

 続きまして、議長の選出を行いたいと思います。 

 議長につきましては、広島大学の岡田先生にお願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

    

○司会 

 ありがとうございます。ご異論がないようですので、岡田先生に議長をお願いいたしま

す。 

 早速ではございますが、ここで議長からごあいさつをいただきたいと思います。 

 岡田先生、よろしくお願いいたします。 

○議長（広島大学大学院教授 岡田光正） 

 ご紹介いただきました広島大学の岡田でございます。 

 ご指名でございますので、本会議の議長を務めさせていただきます。よろしくお願いい
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たします。 

 ご承知のように、昨年９月、ニューヨークで行われました国連の気候変動サミットにお

きまして、前鳩山首相が、すべての主要国の参加による意欲的な目標の合意を前提として

と、この前提はあるんですけれども、我が国は温室効果ガスを２０２０年までに１９９０

年比で２５％削減することを目指すということを、ある意味で国際的なお約束をしたこと

になりました。この辺のところは本当に皆様方よくご承知のところだと思います。 

 で、さきの通常国会におきまして、中期目標として２５％削減、それから長期目標とし

て２０５０年までに８０％削減を盛り込んだ温暖化対策基本法案が提出されました。私も

見せていただいたり、それを使って講義をしようかなと思っていたところですが、先ほど

藤野先生の話にもございましたように、衆議院は通過したんですが、参議院で廃案という

ことになりました。 

 この法案にはもちろん産業界から、産業界だけに限らず、さまざまな方面からいろんな

意見もあったということは事実でございます。こういうものを踏まえて、またここでとま

るわけにはいかないというのは多分皆様方の共通の認識だと思いますから、何らかの形で

進むだろうというふうに思いますというか、期待しております。 

 それに関連する議論をもちろん本日するわけですが、本日基調講演をしていただきまし

た藤野先生、私のお隣で最後までご列席いただけるということになっております。その辺

のことも含めまして、藤野先生にも意見交換に加わっていただきまして、今後のこの中国

地域での取り組みについて考えていければというふうに思います。 

 限られた時間ではございますけれども、できる限り発言をお願いしまして、この会議を

有効に進めていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ここから議事進行を務めさせていただきます。 

 説明者は、時間の厳守等議事の円滑な進行のためのご協力をお願いいたします。 

 まず、議事次第の４になりますが、国からの施策説明として関係各省の本省より国の施

策についてご説明をいただきたいと思います。 

 質問は各省のご説明が一通り終わった後、一括してお受けしたいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、エネルギー基本計画につきまして、経済産業省資源エネルギー庁総合政策課需

給政策室の國峯需給政策係長からご説明をお願いいたします。 

○経済産業省資源エネルギー庁総合政策課需給政策室需給政策係長（國峯孝祐） 
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 資源エネルギー庁の総合政策課の國峯と申します。どうぞよろしくお願いします。 

  今日、結構たくさんの資料をお配りさせていただいているんですけれども、ちょっと

時間も限られていますので、エネルギー基本計画を中心に、資料１－２、１－３を中心に

ご説明をさせていただければと思います。 

 ちょっと簡単に資料１－１で、最近のエネルギーをめぐる状況ということで、かなり一

般的な話ではあるんですけれども説明をさせていただきます。まず最初の１ページ目です

けれども、世界のエネルギー需給見通しっていうのが、かなり２０３０年に向けて現在の

１．４倍ぐらいエネルギーの需要が高まっていく見込みとなっています。これはその一方

でエネルギー産業としてはチャンスということではあるんですけれども、かなりエネルギ

ーセキュリティーという面からは、その争奪戦が激しくなってくるんではないのかと思い

ます。 

 ３ページ目ですけれども、ご存じのとおり、先ほど藤野さんからのお話にあったよう

に、そのエネルギー自給率はかなり低い状況にありますので、そういう意味ではエネルギ

ーセキュリティーというところが非常に重要になってくるということでございまして、そ

の次の４ページですけれども、世界のＣＯ２排出量のうち大体、今削減義務がかかってい

る部分が大体４割とかしかないので、それをいかにどう削減を進めていくかというところ

が重要となっています。 

 それから、５ページ目ですけれども、今まさに７０年代オイルショック以降、かなりエ

ネルギーの原単位を下げてきて、相当の省エネ改善を行ってきたというのが現状でありま

す。 

 それで、６ページをご覧いただきますと、一方で部門ごとに見ると、エネルギー消費の

絶対量としては民生部門を中心に相当大きく増えてきているという状況なので、この辺を

いかに減らしていくかということが今後の重要な課題であるということになってございま

す。 

 それから、その後駆け足で恐縮ですが、７ページ目ですけれども、エネルギー供給で見

ると今どうなっているかということですけれども、７０年代から相当この石油依存度とい

うのをかなり減らしてきていまして、ただ一方でそのＣＯ２を排出しない非化石エネルギ

ーというのはそんなに増えてきていません。まさにこれを今後どうやって増やしていくか

というところが今後の課題であるということでございます。 

 それから、先ほどのお話でもあったように、８ページ目はその設備利用率というのがか
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なり今低迷している状況なので、これをいかに上げていくかということが重要ということ

です。 

 それから、ちょっと飛ばしていただきまして１０ページ目ですけれども、これは例えば

日本の石炭火力発電は非常に世界的には効率がいいんですけれども、これを世界各国、こ

れはアメリカと中国とインドも石炭火力発電、その効率が全部日本並みの効率になると大

体１３億トンぐらいのＣＯ２削減になるんですけれども、これはまさに日本のＣＯ２排出

量全体を減らすぐらいのインパクトになるので、そういう意味で技術開発を国際展開して

いくという視点が非常に重要であります。 

 こういった、状況を踏まえまして、エネルギー基本計画というのを今回つくらせていた

だいておるところでございます。資料１－２を見ていただきまして、まず１ページ目でご

ざいますけれども、やっぱりエネルギー政策、重要な視点として地球温暖化問題の解決と

いうのは当然重要なんですけれども、それ以外にもエネルギーの安定供給をいかに確保し

ていくか、これはまさにエネルギーが止まってしまったら生活ができませんので、国民生

活とも直結しているという意味で非常に重要かなと思っております。それからその効率性

の確保と書いてますけれども、経済の効率性、経済といかに両立させていくかという、こ

の３つの視点をうまくバランスをとりながら施策を検討していくことが非常に重要だとい

うような基本的な視点がありまして、今回はこれに加えて、その経済成長の実現というと

ころとエネルギー産業構造をいかに改革していくか、こういう視点を新たに加えまして、

２０３０年に向けたエネルギー需給構造の検討をしてきました。 

 なぜ２０３０年かといいますと、２０年ぐらいのスパンを見ないとなかなかエネルギー

の電力の発電所とかがここ数年で変わるものでもないので、２０３０年というところを目

途に検討を進めてまいりました。 

 次のページをおめくりいただきまして、また今回のエネルギー基本計画では幾つかの目

標というのを掲げさせていただいていまして、まさにこういった先ほどのスリーＥという

観点からどういった数値目標を掲げていくかというところですけれども、１つはエネルギ

ー自給率と化石燃料の自主開発比率というのを倍増させていくこと。これによって自主エ

ネルギー比率を７０％まで倍増させていくということなんですけども、この自給率は原発

を入れたまさに自給率ですけれども、自主開発比率とは何かといいますと、日本が海外か

ら化石燃料を輸入しているんですけれども、この自分たちの権益で開発しているような部

分、そこはまさにかなりセキュリティー上も安全ですし、自給率と同等の概念として考え
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られるんじゃないかということで、これを加えた比率を７０％まで向上させていくという

ような目標を掲げさせていただいています。 

 それから、ゼロエミッション電源を、これは再生可能エネルギーと原発なんですけれど

も、今３４％ぐらいを７０％まで倍増で引き上げていくこと。それから、暮らしのＣＯ２

を半減する。これはまさに本当に生活のところでＣＯ２をいかに減らしていくかというと

ころでございます。それから同様に、産業部門においてもエネルギー利用効率を、今世界

一のエネルギー効率なんですけれども、それをさらに維持して強化していくということで

ございます。 

 それから、先ほどのように日本の製品をいかに世界に出していくか。地球温暖化問題と

いう観点から見ますと、まさに世界のＣＯ２をどう減らしていくかっていうとこが重要な

ので、そういう観点からいえば、日本の製品をどう海外に展開していくかということが重

要なのではないかということでございまして、ちょっと下へ行っていただきますと、こう

いったことを目標に掲げて、今から述べますが、詳細な施策をすべて実現した場合に、エ

ネルギー起源のＣＯ２が２０３０年に９０年比３０％程度、もしくそれ以上削減できると

いうようなことを計算させていただいているところです。 

 次のページへ行っていただきまして、尐し具体的な施策についてポイントだけ簡単にご

説明させていただきますと、まず資源確保とか安定供給の強化というところで、まさにこ

れはどうやって資源を確保していくかというところですけれども、首脳、閣僚レベルでの

資源外交、まさにその外交としてやっていく。それから例えば、レアメタルとか、かなり

希尐金属みたいなところを、その辺の自給率を５０％以上に上げていく。それから、まさ

に近海の資源探査とか、その開発というのを強化していく。緊急時対応能力の充実、こう

いったところによって、資源確保とか安定供給の強化ということを取り組んでいくという

ことを掲げさせていただいております。 

 それから次が、エネルギー供給構造の実現ということで、供給側と需要側で、次のペー

ジで分けさせていただいていますけれども、まず供給構造ということで、まずは再生可能

エネルギーをいかに拡大していくか。まさにこれは全量固定価格買取制度の導入というの

を今プロジェクトチームを立ち上げて経済産業省の中で検討させていただいているところ

ですけれども、これが実は資料の１－６というところで配らせていただいてまして、ちょ

っとこれは後でお読みいただければと思いますけれども、要するに１１月にプロジェクト

チームを設置して、有識者の方から意見をいただきながら、まずオプションという選択肢
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を公表してまして、今はこれをパブリックコメントとか、地域ごとにいろいろ説明会とか

やらせていただきましていろんな意見をいただき、それらの意見を踏まえまして、今はど

ういう制度にするかというのを検討しているところでございます。 

 こういった全量固定価格買取制度なんかを利用しながら、再生可能エネルギーの導入を

拡大していくということでございます。 

 それから、その原子力発電の推進ということで、今回のエネルギー基本計画では、２０

２０年までに新増設を９基、それから設備利用率は８５％というところと、２０３０年ま

でに原子力を１４基、それから設備利用率９０％という目標を掲げさせていただいており

ます。 

 まさにこれで最も重要なのは、科学的、合理的な安全規制をいかに充実させていくか。

それから、設備利用率の向上という意味では、電源立地交付金制度を改善する。これは発

電電力量に傾斜配分するような制度をつくっていくといったところ。そういったところを

具体的に取り組んでいくということでございます。 

 それから、化石燃料の高度利用、化石燃料も当然エネルギーセキュリティーという観点

からすれば優位性というのはまだありますので、こういうところを有効にいかに利用して

いくかということが重要なんですけれども、そういった点で石炭火力については、原則Ｉ

ＧＣＣ並みのＣＯ２排出量に抑制していく。 

 それから、２つ下がっていただきますと、ＣＣＳを２０２０年の商用化を目指して技術

開発を進めていく。それによってＣＣＳＲｅａｄｙを導入、これはＣＣＳを入れられるよ

うな土地の価格とか、いつでも入れられるように準備をしておくということでございます

けれども、今後計画される石炭火力新増設はＣＣＳＲｅａｄｙを導入、２０３０年までに

は石炭火力へのＣＣＳの導入を検討していくということを掲げております。 

 それから、最先端の次世代型の送配電のネットワークっていうものを構築していかなけ

ればならないということがありますので、こういったところも進めていくというのがエネ

ルギー供給構造の具体策でございます。 

 それから、次のページに行っていただきまして、需要構造、そのエネルギーを使う側で

どういうことをやっていくかということでございますけれども、まずは産業部門について

は、引き続き省エネを新しい技術を入れていくことによって進めていくというところと

か、天然ガスの利用の促進、ガス、ＣＯ２削減ということでは有効ではありますので、天

然ガス利用を促進する。 
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 それから、まさに環境調和型の製鉄プロセス、これは水素還元製鉄とか、こういったと

ころの革新的技術を実用化していくということを目指していく。 

 それから、家庭部門ですけれども、ここはネット・ゼロエネ・ハウスということで、ネ

ットでエネルギーを使わない家、こういったところを２０２０年までに標準的な新築住宅

にする。２０３０年までには新築の平均で実現していく。 

 あとは、下がっていただきまして、例えば高効率給湯器なんかは、２０２０年までに単

身世帯を除くほぼ全世帯にも入れていく。２０３０年までには全世帯の８割から９割に普

及していく。 

 それから、ＬＥＤ照明ですけれども、これは２０２０年でフローで、販売ベースってい

うことですけれども、販売ベースで１００％、２０３０年は保有している、使っているも

のを含めて１００％がＬＥＤ照明になるというような目標を掲げております。 

 それから、業務部門ですけれども、これはオフィスビルとかそういったところでござい

ますけれども、これについてもＺＥＢです、ＺＥＨと同じような話ですけれども、これを

２０２０年までに新築の公共建築物で実現して、２０３０年までには新築の平均で実現す

る。 

 それから、その２つ下がっていただきまして、新たな省エネ基準というのを掲げる、つ

くるということを今回宣言させていただきまして、２０１１年度中には策定すると。 

 それから、省エネ型のＩＴ機器っていうものも２０１５年までには緊急開発していると

ころですけれども、これを実用化して、２０２０年までには一気に１００％普及させてい

く。 

 それから、運輸部門については、まさに次世代自動車、今１０％ぐらいまで伸びてきま

すけれども、これを２０２０年までに最大で５０％、２０３０年に７０％、それからそれ

に伴って、電気自動車用の充電器とかを２００万基普及させていくということでございま

す。 

 それから、新たなエネルギー社会の実現というところですけれども、まさにスマートシ

ティーとか、そういったところが今言われているところですけれども、例えば、２０２０

年代の早期にすべての需要家にスマートメーター、これはどのくらいエネルギーを使って

いるのかがメーターで見れるものなんですけれども、スマートメーターを導入していく。

こういったものを目標として掲げさせていただいております。 

 それから、最後ですけれども、革新的なエネルギー技術の開発、それから国際展開の推
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進というところですけれども、まさに先ほどのその技術、これをどういった技術をどのく

らい入れていくかっていうところ、エネルギー革新技術ロードマップというのを策定する

という方向で検討を進めさせていただくということになっております。 

 それで、済みません、資料１－３をちょっと簡単にご説明させていただきたいと思うん

ですけれども。 

 今の具体的な施策を具体的に実施した場合に、２０３０年のエネルギー需給の姿がどう

なっていくかというところですけれども、９０年比３０％、エネルギー起源ＣＯ２を減ら

せるっていうことなんですけれども、一番最初の図は、そのベースラインで１３．１億ト

ンというのは、今１２．２億トンのエネルギー起源ＣＯ２を排出しているんですけれど

も、何もしないで経済成長していくと大体１３．１億トンまで上がっていくということで

ありまして、ここから６億トン減らす、この６億トン減らす部分がまさにエネルギー基本

計画で掲げた施策によって達成される部分で、それを実現すると７．３億トンまで下がる

というような計算になっております。 

 ただちょっとこれもかなり計算によって幅のある数字ではあるので、相当その幅をもっ

て理解されるべき点であるということには留意が必要でございます。 

 それから、ちょっとこの３０％という数字がどういう意味合いの数字なのかということ

をちょっと簡単に説明させていただきますと、大体先ほど藤野さんからありましたよう

に、２０５０年で８０％を削減するためには、エネルギー起源ＣＯ２は大体１０億トン、

今から減らさなきゃあいけないということなんですけれども、このうちの５億トンを今か

ら減らすと、２０３０年まで半分ぐらい減らしていくというようなイメージになってまし

て、その次のページに、ＣＯ２原単位が書いてるんですけれども、大体１単位当たりのＧ

ＤＰを実現するためにどのくらいＣＯ２が必要かという原単位なんですけれども、これも

大体オイルショックと同じぐらいの減尐率で改善させていかなければならないということ

です。 

 それから、５ページ目ですけれども、最終エネルギー消費のＧＤＰ弾性値というのを見

てみますと、オイルショックのときは相当な省エネをやったわけですけれども、それでも

エネルギー割るＧＤＰ、エネルギー効率ですけれども、エネルギー効率の改善というのは

横ばいぐらいだったんです。 

 それで、当然ＧＤＰが増えれば大体エネルギー消費は増えていくっていうことになりま

して、大体１ＧＤＰが増えると０．４３とか０．５９エネルギー消費が増えてきたという
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のが今までのトレンドなんですけれども、それをエネルギー基本計画では、ＧＤＰ弾性値

をマイナスにするというような目標になっております。 

 それから、部門別に見ると大体家庭では今からＣＯ２を半減していく、それから業務部

門についても大体５７％ぐらい減らしていくというようなところ。 

それから、済みません、７ページ目ですけれども、産業部門で言いますと、９０年からい

いますと結構減らしてきているところもありますので、産業部門については２５％減ら

し、運輸部門については３７％を減らす。これによって、国内全体では９０年比で大体３

０％減らすというようなことになっていまして、それで次のページがエネルギーの供給構

成ですけれども、これはエネルギー自給率を倍増、それから自主開発比率を倍増するとい

うところをこれによって実現しているということでございます。 

 それから、９ページ目は電源構成ですけれども、これもゼロエミッション電源比率が７

０％というところは、まさにこういった計算でなってまして、原発がかなり５割ぐらいを

占めているような絵姿になっております。 

 それから、１０ページ目ですけれども、これは先ほど藤野さんからありました１００兆

円の計算と似た計算ではありますが、ちょっと計算方法が違うので、全く同じではないん

ですけれども、大体２０３０年までに、大体１３１兆円ぐらいの投資額が必要になる。こ

れはまさに裏から見れば市場ということでもあるんですけれども、こういったコストが必

要になってくるという簡易計算をさせていただいております。 

 以上が大体エネルギー基本計画のご説明です。 

 ちょっと一瞬だけ触れさせていただきます。 

 エネルギー白書の資料１－５なんですけれども、ちょっと後で恐縮ですがお読みいただ

ければと思いますけれども、今回のエネルギー白書のポイントとしては、エネルギーセキ

ュリティーの定量評価っていうのをやってまして、この一次エネルギーの自給率とか輸入

先がどのくらい分散しているか、それからエネルギー源がどのくらい分散しているかと

か、あとはいろんな運河とかチョークポイントでどのくらい依存しているか、それから電

力供給でどのくらい停電が起きているかとか、後はＧＤＰ原単位、供給と対応能力とか、

こういった指標をエネルギーセキュリティーをはかる指標ということで定義づけまして、

各国ごとにレーダーチャートみたいなものをつくりまして、今各国のエネルギーセキュリ

ティーがどういう状況になっているのかっていうのを分析させていただいております。こ

れで日本のレーダーチャートを見ますと、４ページにあるんですけれども、やっぱり供給
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途絶への対応、エネルギー自給率、それから輸入先の多様化、チョークポイント、こうい

ったところが点数が悪くなっておりまして、こういったところをいかに上げていくかとい

うことが今後の課題というような結論になっております。 

 済みません、ちょっと駆け足で恐縮ですけれども、以上でございます。 

○議長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは続きまして、地球温暖化対策基本法案につきまして、環境省地球環境局地球温

暖化対策課の工藤さんのほうからご説明をお願いいたします。 

○環境省地球環境局地球温暖化対策課（工藤俊祐） 

 環境省地球環境局地球温暖化対策課の工藤と申します。 

 地球温暖化対策課で私は国内技術ラインというところで、国内における技術開発及びエ

ネルギーに関連する全般を担当しております。この地域エネルギー温暖化対策推進会議に

つきましては、基本的に私のラインで分担して全国を回らせていただいております。 

 私は、先週の熊本、今日の広島、明日の高松と３カ所回らせていただきます。ふだんは

霞ヶ関の中で現場を見ずに仕事をしておりますので、地域における取り組みを皆様から直

接お話を伺うことのできる貴重な機会ととらえております。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、先ほどからたびたび話題に上っております地球温暖化対策基本法案の概要を

説明させていただきます。 

 説明資料につきましては、この資料２の一枚紙のみになっております。これに法案のエ

ッセンスは詰め込まれております。 

 先ほどから話題に上っておりますように、こちらの法案は、今年の３月に閣議決定し、

４月２０日に国会に提出されまして審議が始まりましたが、残念ながら衆議院は可決後、

参議院の途中で審議がストップしたまま廃案という形になっております。 

 この法案が今後どうなっていくのかは未定であります。 

 まず、一番上の法律の必要性というところから説明させていただきます。 

 ２００９年９月２２日に、鳩山前首相が２０２０年までに２５％削減を目指すというこ

とを国連で演説されました。この演説に基づきまして、地球温暖化対策を推進するため、

中・長期的な排出削減目標を設定し、あらゆる政策を総動員していく、その根幹を担う法

律案を策定いたしました。 
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 その下にありますのが、法案の概要になります。 

 本法律の目的は、こちらに書かれていますように、地球温暖化は人類共通の危機であ

り、それに立ち向かうために国際的な枞組みをもってして、日本として主体的に取り組ん

でいく必要がある、また、そういった取り組みは経済の成長及び雇用の安定化、並びにエ

ネルギーの安定供給という観点からも非常に重要であり、そしてそれらと両立し得るもの

であるとして、この法律をもとに行動していこう、という主旨となっております。 

 基本原則としましては、こちらに５つ挙げております。 

 ①これまでの対応消費型の生活を改め、新たな生活様式の確立を通じることによって経

済を持続的に成長させつつ、温室効果ガスの排出削減ができる社会を構築していく。 

 ②国際的協調、地球温暖化対策はグローバルな問題であり、国際的協調のもとに積極的

に推進していくことが重要。 

 ③地球温暖化防止等に資する産業の発展、就業の機会の増大、雇用の安定、私ども政府

がまとめた成長戦略の中におきましてもグリーンイノベーションというのは、国家成長の

大きな柱であると、国家戦略の大きな柱であるというふうに位置づけられているところで

ありまして、自然エネルギーを利用する技術を発展させていくことは、経済を成長させ、

雇用を拡大することにも必ずつながっていくイノベーションである。 

 ④地球温暖化問題は、エネルギーと密接に関係するものであるので、エネルギーに関係

する施策との連携及びエネルギーの安定的な供給の確保、これも重要。 

 ⑤経済活動、国民生活に及ぼす効果、影響について、どのような影響が出て、どのよう

に社会変化が起きていくのか、この辺について国民の皆様の理解を得つつ進めていくこと

が重要。 

以上となっております。 

 続きまして、下にあるのが中・長期目標です。公平かつ実効性のある国際的枞組みの構

築や意欲的な目標の合意を前提とした上での２０２０年までの２５％削減、また２０５０

年までの８０％削減、これはいずれも１９９０年比という、今までの政府の方針から見ま

すと、非常に野心的な目標を掲げ、これに向かって取り組んでいくと記載しております。

 その中にさらにもう一つ、具体的な数字の大きな目標としまして、一次エネルギー供給

に占める再生可能エネルギー割合を１０％とするといった目標を掲げております。現状の

再生可能エネルギーの導入割合は大規模水力を除きまして約２％強で、大規模水力を含め

て約５％、これを１０年余りで倍増していこうという目標を掲げております。 
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 資料がなくて恐縮ですけれども、今回は地域の会議ということで是非皆さんに１つご紹

介しておきたいのが、昨年度私どものほうでまとめました、こちらの再生可能エネルギー

導入ポテンシャル調査というものになります。日本全国のいろいろなところで再生可能エ

ネルギーの賦存量、導入ポテンシャルというものがどの程度あるのかっていうのを日本中

の地図に詳細にマッピングしたものになります。 

 対象とした、再生可能エネルギーは、太陽光発電、風力発電、中小水力発電、地熱発電

になります。バイオマスに関しましては、ほぼ普遍的にどこにでも存在し、賦存量のマッ

ピングをする意味がないので、作成しておりません。 

 こちらは今、私どもの調査報告という形でこの冊子と、あと詳細なマップのデータとい

うものが私のほうに届いております。こちら、現時点ではまだソフト自体を皆さんに提供

するということはできないですけれども、そのソフトの中から、例えばある市町村の方が

自分の町の中にどこに水力発電が導入できるんだろうか、それとも風力発電はどこに導入

することが可能なんであろうか、そういうことを地図に落としたデータとして皆さんに提

供できる形というのは今構築しようと努力しているところです。是非一度、ご関心がある

方はウエブでもこの調査報告書はダウンロードできますし、実際の各地域地域のデータに

ついては、すぐにも提供できる形を課内で整えるように今努力しているので、ぜひ覚えて

帰っていただければと思います。 

 こういったポテンシャル調査も通じまして、再生可能エネルギーの導入を促進してい

き、２０２０年１０％というのを目標として掲げております。 

 次にありますのが、基本計画です。 

 こちらの法案は基本法ですので、その具体的な行動成果、行動方法、総合的かつ計画的

な推進を図るための計画というものを下に作成する必要があります。 

 最後にありますのが、基本的施策です。 

 全体としまして、まず重要な具体的施策、その他日々の暮らし、国際協調、地域づく

り、物づくりというふうに全体として分けさせていただきます。温暖化対策のうちの特に

重要な施策としてはこちらでは３つを挙げさせていただいています。 

 まずは、国内排出量取引制度の創設、こちらは法案が成立した場合、その後、法制上の

措置について施行後１年を目途に具体的な法制度を整備するというふうに定められており

ます。続きましては、地球温暖化対策のための税、いわゆる環境税等、グリーン税制の具

体化についての努力を生じると。最後、再生可能エネルギーの燃料固定価格買い取り制度
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の創設、その他再生可能エネルギー利用の促進ということになっています。 

 特にエネルギーの会議ですので、この３点目について特に説明申し上げたいですけれど

も、先ほど経済産業省様からのご説明の中にもありましたように、現在再生可能エネルギ

ーの導入促進を図るための全量固定価格買い取り制度というものが経済産業省様のほうで

鋭意検討していただいております。 

 こちらで今具体的に検討している内容としましては、どのような再生可能エネルギーを

買い取り対象にするのか、買い取り価格はどのようにするのか、買い取り期間をどのくら

いの期間にするのか、そういった観点で踏まえて、国民負担とのバランスを考えながら検

討いただいているところであります。 

 こちらの制度は欧米等では導入されているところもありまして、再生可能エネルギー導

入促進に大きく役に立つ施策であるとして検討していただいているところであります。 

 この全量固定価格買い取り制度だけではなくて、その他再生可能エネルギー導入のため

にどのような施策を講じればよいかということも法案の中では明記されております。 

 こちらの資料にないですけれども、具体的に法案の第１５条２項におきましては、再生

可能エネルギーを利用するための設備設置の促進、また電力である再生可能エネルギーの

供給に資するために、電力系統の整備の促進、再生可能エネルギーの利用に関する規制の

適切な見直し、こういったことを総合的に行うことで再生可能エネルギーの割合を２０２

０年までに１０％にしていくと、これが基本法でうたわれている全般的なロードマップに

なっております。 

 その他日々の暮らしについてですが、この辺のお話は先ほどの基調講演のほうでしてい

ただいたお話ともかなりかぶってくるところもありますが、例えば機械器具、建築物等の

省エネの促進、自発的な活動の促進、教育及び学習の振興、排出量情報の公表、見える化

です、といったことや、当然国際協調、国際的連携の確保というものは非常に重要である

と。 

 地域づくりにおきましては、都市づくりをどうしていくのか、町をコンパクトにして、

いかにエネルギーを使用しないで人や物が快適に移動することができる、暮らすことので

きる、そういった都市機能の集積はどのように行っていけばいいのか。 

 自動車は排出の中の大きな割合を占めておりますので、交通をどのように整備していく

のか。例えば、交通システムが二酸化炭素削減に対して重要であるとか、また温室効果ガ

スの吸収という意味から森林の整備をどのように行っていくのか、地方公共団体に対する
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必要な措置はどのように行うか。 

 ものづくりとしましては、当然経済成長との調和というものを目指しつつ、地球温暖化

対策というふうに理念でもうたわれておりますので、産業都市の成り立つ革新的な技術開

発の促進といったものを進めていくと。また、あるいは原子力にかかわる施策も重要であ

る。 

 で、最後に書いてありますが、地球温暖化への適応と、ある程度の温度上昇は避けられ

ないとした場合に、どのように生活スタイルを変えて、温暖化した社会に適応していくこ

とができるのか。どういう適応方針を定めていくのが必要なのか、こういったところまで

含めて基本的施策として掲げてあります。 

 以上が基本法案の概要となっております。先ほどの藤野先生のお話の中で、どのような

低炭素社会が望ましいかということでお話があったかと思いますが、自分で考えてみたん

ですけども、私個人としましてはやはり地球温暖化というのが進行した場合には、例えば

海に沈んでしまう国が出てくるとか、あとエネルギーの枯渇というものが起きエネルギー

をめぐる争いができてくると、そういうふうに世界の平和を脅かすものであろうと。そう

いうものを防ぐための地球温暖化対策であろうというふうに私ども信じてやっておりま

す。 

 そういったものの理念を定める基本法案となっております。どうぞよろしくお願いいた

します。本日はありがとうございました。 

○議長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、今いただいた関係各省の最近の動きについてのご説明に関してご質問をいた

だきたいところではございますけれども、ちょっと時間が押してますので、後でまとめて

意見交換のところでご質問も含めてお願いしたいというふうに存じます。 

 それでは次に、次第の５になります。報告、提案事項に進みたいと思います。 

 報告、提案に対するご質問、それからご意見もやはり意見交換の中でお願いしたいとい

うふうに思います。 

 最初に、バイオマス・タウンについて、中国四国農政局からご報告をお願いいたしま

す。 

○中国四国農政局企画調整室長補佐（濱地朝夫） 

 中国四国農政局の濱地と申します。よろしくお願いします。 
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 資料の３、Ａ４一枚紙でバイオマス・タウンとタイトルのありますもの、これについて

説明をさせていただきます。 

 毎年、この場でこの会合で状況報告という形で報告をさせていただいていますが、バイ

オマス・タウンにつきましては、上のほうのイメージ図もありますように、バイオマスの

発生からその変換、それをエネルギーなり製品として利用する、そういった仕組みが地区

内で構築されている、またはそういった仕組みの構築を目指している、そういった地区を

バイオマス・タウンとしまして位置づけまして、農林水産省なり関係省庁でこういったこ

のバイオマス・タウンの推進につきまして支援をしているところでございまして、現在下

側のバイオマス・タウンの状況ですが、国のほうでは２０１０年度までに３００市町村、

一応バイオマス・タウンの募集を今年度限りとしておりまして、今年度中に３００市町村

のモデルとしてバイオマスタウンを構築したいなということを考えておりまして、全国で

４月３０日現在ですが、２７９地区となっておりまして、そのうち中国四国地域では３８

地区、鳥取県が２地区、島根県８地区、岡山県５地区、広島県３地区、山口県４地区、計

２２地区となっております。若干中国四国地域では全国の数字を上回るぐらいの数字かな

といったような状況です。 

 次回は７月末にまた募集というか、公表、発表がありまして、中国四国地域、四国地域

なんですけども、１地区増える予定となっております。 

 以上です、簡単ではありますが。 

○議長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは続きまして、②の中国地域エネルギー・温暖化対策推進会議の取り組み状況に

ついての報告と、それから③にございます取り組み方針の提案をあわせて事務局からお願

いいたします。 

○中国四国地方環境事務所広島事務所（藤岡 満樹） 

 中国地域エネルギー・温暖化対策推進会議事務局の環境省広島事務所の藤岡と申しま

す。座って説明させていただきます。 

 私からは、平成２１年度の取り組み状況と平成２２年度の取り組み方針案を説明させて

いただきます。 

 平成２１年度の活動状況ですが、資料４をお願いいたします。 

 １のホームページの運営についてですが、平成１８年１２月１日に開設しております。



- 44 - 

２１年度のアクセス件数ですが、９，７５８件、月平均８１３件で、２０年度は８，７７

２件、月平均７３１件で、２０年度を上回っている状況でございます。 

 ２つ目のイベントの出展参加ですが、４つのイベントに参加しております。パネル展

示、パンフレット、環境クイズ、また手回し発電機器等を用いまして、子供たちにわかり

やすくエネルギーに関する説明等を行っております。 

 ３のエネルギー・温暖化対策施策説明会ですが、地方自治体を対象に国の２２年度の予

算、施策を中心に中国５県で実施しております。 

 ４の後援名義ですが、６つの後援名義をしております。 

 続きまして、２２年度の取り組み方針案ですが、資料５をお願いいたします。 

 ２００８年度の我が国の温室効果ガスの排出量は、既にご存じのように１２億８，２０

０万トンで、京都議定書の１９９０年と比べますと１．６％を上回っている状況でござい

ます。温室効果ガスの種類別では、全温室効果ガスの９割以上が二酸化炭素で、その中で

もほとんどがエネルギー起源二酸化炭素であるところです。部門別に見ますと、業務その

他部門、家庭部門における増加が目立っております。 

 このような状況を踏まえまして、民生部門の対策を強化することが重要で、地域の独自

性を生かした取り組みを検討、実施するべく普及啓発ワーキングを中心に学習を進め、ホ

ームページ等で普及を図っていきたいと思っております。 

 具体的な活動としましては、幹事会を平成２３年４月を目途に開催の検討をいたしま

す。 

 普及啓発ワーキンググループですが、情報提供、普及啓発の方策と具体的活動の検討の

ため、秋を目途に開催の検討をいたします。 

 イの温対会議のホームページの運営ですが、毎月２回の更新を維持し、さらなるアクセ

ス数アップのために、読者の見やすい構成等の見直しを検討したいと思っております。 

 ウの説明会、学習会の開催ですが、各省の次年度予算、施策の説明会を各県で自治体を

対象に行いたいと思っております。学習会ですが、今年の３月１５日に試行的に構成員の

知見の集積及び市民等への普及啓発を図る観点から、環境本省で実際にＣＯＰ１５に参加

した職員を講師に招きまして講演会をいたしております。 

 参加者にアンケート実施した結果、おおむね好評で、感想、要望等ではこのような機会

をもっと設けていただきたい。これまでになかった取り組みでとても興味深く参加した、

対象を広げて実施してはどうかという意見、感想等がありました。 
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 その時々の話題をテーマに各省の本省クラスの職員を講師に迎えて説明会、学習会等の

開催を検討したいと思います。 

 イベント参加、後援名義については、今までの取り組みを継続していきたいと思ってお

ります。 

 以上で私からの説明を終わります。 

○議長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、先ほどの国からの政策説明並びに今ございました中国地域エネルギー・温暖

化対策推進会議の報告並びにご提案に対するご質問、ご意見あるいはほかの機関にお聞き

したいというようなことがございましたら、ご自由にお願いいたします。 

 どなたかございませんでしょうか。 

 よろしいですか、十分ご理解いただいたと、こういうふうに、大量の資料でございます

ので、またお帰りになってからお気づきの点等があるかもしれませんが、じゃあ今日はせ

っかく基調講演のために藤野先生にご列席いただいております。せっかくの機会でござい

ます。先ほど藤野先生のご講演の中でも各地域でのさまざまな取り組みを共有すべきであ

るというようなお話もあったかと思います。本日の講演に関連することでも結構でござい

ますので、先生のほうから何かございましたら、お願いいたします。 

○独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター藤野主任研究員 

 どうもありがとうございます。 

 特に資料５の今後の取り組み方針のところで、尐し幾つかコメントだったり質問をさせ

ていただければと思います。 

 まず１番目は、予算なんですけれど、これどれぐらいお金が使えてできる、武器という

か資源がはっきりしないとどれぐらいの範囲でできるかっていうのはあるんで、こういう

のを表に出していいのかよく知らないんですけど。 

 それから、特にホームページを修正されたりとか運営されたり、会合、普及啓発をやら

れるっていうとこなんです。これも非常にチャレンジングで大事なんですが、じゃあ普及

したというのはどういうふうに評価されようとしているのか。アンケート調査を無作為に

されて、そういうのが伝わったかどうかというのを、ＰＤＣＡです、その点についてどう

いうふうにお考えになるのかなあということです。 

 その中身のところなんですけれども、僕自身はこの中国四国地方環境事務所という、今
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地方分権の時代なので、今後のあり方もあるかもしれませんけれども、形がどうであれ、

やはり現場の声をまとめて、それを知りたい人に伝えるということはとても大事だと思っ

てます。 

 例えば広島市のほうでも資料が別途ありますけれども、地球温暖化対策等の取り組みを

されておりますし、それぞれの市町村でも非常に努力はされていると思うんです。そうい

った情報が、例えばこのホームページを見ると、その中国四国地方の努力が見えるとか、

そういったホームページにやっていくならば意味があると思いますし、ただほかのとこ

ろ、例えばＪＣＣＣＡ、全国温暖化防止推進センターで取り扱うべき情報もあるならば、

そこは適宜引用しながらもリンクを張るとか、なぜここでやるんだろうかというところに

ついて深めていただけたら。 

 そうすると、読む人にとって見る人にとって、自分が褒められるのはとてもうれしいで

すし、昨日頼まれたセミナーで発表したら表彰状をいただいて非常に喜んでるんですけれ

ども、そういったやった人の努力を見てあげる、現場を見てあげられるような普及啓発に

なっていただけたらいいなと思っています。私のほうも牛久市なりつくば市の地球温暖化

対策策定の何か委員会だったりとか、そういうのにもかかわって、報告書も出してますの

で、もしお役に立つようなら見ていただければとも思うんですけれども、そういうのをま

とめられたらと。 

 あと、そのＮＧＯ、ＮＰＯの方との連携をさらに深めていただけたらなあと思います。

聞くところによると、例えば広島のほうでのこの中国四国地方環境事務所のほうの人数が

七、八人しかいらっしゃらなくて、それで全部やるのはとても大変だなあと。広島での取

り組みをまとめるだけでもかなりチャレンジだなあと思います。ＮＧＯ、ＮＰＯなり、マ

スコミのほうもあるかもしれませんけれども、そういう人にお願いできることは何かと。 

 もちろんほかな企業の方ももちろんそうなんですけども、市の取り組みも言いましたけ

ど、企業の取り組みも是非ともこういったホームページを通じて中国地方は頑張ってるな

あと。例えば昨日、鞆に行ったときに、鞆のバスもちゃんともう環境対策をやってんだと

か、そうやってお客さんを増やしたいというのもあると思いますけれども、いいじゃない

ですかということで、努力されていることをまとめるようなことをやっていただけたらな

と、今ぱっと聞いて思いました。 

 以上です。 

○議長（岡田光正） 
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 はい、ありがとうございました。 

 それでは、今の先生のご質問の件もございますので、事務局のほうからお答えになられ

る範囲でお願いいたします。 

○中国四国地方環境事務所 片岡 

 まず１に、予算の問題ですけども、なかなか予算については限られておりまして、かな

り厳しい状況になっております。 

 それから、普及啓発の評価についてはどうするかという問題、今見ていただくのはアク

セス数ぐらいしか、そこで月８１３件というところは尐ないところだと思ってます。そう

いったところで、ただアクセス数だけじゃない、どういうふうに普及啓発の成果が上げら

れたかという評価方法についてはこれから検討しなければいけない、単に普及啓発をしよ

うというだけではいけないんだということを考えます。 

 それから、ホームページですけども、ホームページをつくったときに一つはコンセプ

ト、中国地域エネルギー・温暖化対策推進会議のホームページをつくったときには、一つ

は中国地域の温暖化のポータルサイトにしたいということでつくっております。それか

ら、地域の取り組みが見えるようにしたいということで、それぞれの構成メンバーの取り

組み等についてもそれを紹介していきたいということでつくってはいるんですけども、な

かなかそういう狙いどおりにまだ十分行けてないところもありますので、そこで普及啓発

ワーキンググループのところで、この秋も開催しますので、ホームページの見直しという

こともまたその中で行っていきたいと考えております。 

 ＮＰＯ、ＮＧＯとの連携ですけども、環境事務所ではＥＰＯというのをつくっておりま

す。正しくは地方環境パートナーシップオフィスですが、そのＥＰＯの目的といいますの

は、各主体の協働による環境課題の解決ということで、ＮＰＯとも連携して図っていく、

いろんな連携をして取り組みを図っていくということにしております。 

 その中でＥＰＯについては、この本会議のメンバーには入ってはいないんですけども、

普及啓発ワーキンググループのほうにはＥＰＯも入れておりますので、そういうところを

通じて今後とも地域の取り組みでどういったところで連携を図るのかということを検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上です。十分なお答えにはなってないと思いますが。 

○議長 

 はい、ありがとうございました。 
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 せっかくの機会でございますので。 

 はい、どうぞ。一応、じゃあご所属をおっしゃってからお願いいたします。 

○社団法人広島消費者協会会長（中原律子） 

 はい。社団法人広島消費者協会の中原と申します。 

 先ほどから民生部門のＣＯ２をいかに減すかというのはキーワードというお話を聞きな

がら、施策としてはいろいろ説明をいただきましたけど、じゃあ私たち生活者が何ができ

るのかなと考えますと、先ほど藤野先生のお話の中で、見える化による賢い選択というの

が１２の方策の中でありました。是非、今事業者の方がカーボンフットプリントというの

をやってらっしゃるんですが、それは生産から廃棄までＣＯ２が幾ら使われているかを表

示したものです。是非生活者はそういうものを選択していくということで、尐しでもＣＯ

２を減していきたいと思っているんですが、まだ事業者の方も、見える化をしていらっし

ゃるところが尐ないので、是非そういう施策の推進を行政としてもしていただきたいなと

思います。それで、私たちができることはそれを選択をするということで、尐しでもＣＯ

２を削減していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 

 はい、ありがとうございました。 

○独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター 藤野主任研究員 

 今の見える化のところで、他県の取り組みを言うとよくないのかもしれませんが、例え

ば兵庫県もかなり熱心にやられてて、うちエコっていうのをやっているんです。モニター

の世帯を決めて、１００世帯ぐらいなんですけれども、家庭の中でどういうふうなエネル

ギーの使い方をしているとか、そういうのをパソコンのある画面のとこに入れていくと、

自宅のＣＯ２発生がわかるんです。 

 何で出ているかというのがわかって、さらにじゃあ、こういう対策、例えば歩くとか自

転車に乗るとかっていうのをやると、グラフでどんだけ減るか、見えたりとか、そういう

ようなソフトウエアをつくって、それを普及させようとしているようなとこもあったり、

さらにそれがうちエコキッズがあって、子供版のやつで、いっぱい使うとペンギンが氷の

上から落っこっちゃうっとかっていうようなアニメーションもあるやつがあって、それを

何とかつくば市のある地域で夏休みの宿題でできないかなと思ってちょっとやっているん

ですけれども。 

 結構こういうのをやると、自分のところの独自性をみんな出したがって、それで中国地
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方なり広島なりの独自のやつをやるのももちろん大事なことなんですが、ＣＯ２削減とか

って結構もうやり方は大体共通なところも多いので、既にやられているとこでいいのがあ

ったら、それは是非まねしながら、もしうちエコ、興味あったらつなぎますので、使って

いただけたらなというふうに思います。 

 以上です。 

○議長 

 はい、ありがとうございました。 

 ほかにございますか。 

○議長 

 よろしければ、本日から参加された堀部先生に振るのは申しわけないかなと思うんです

が、フレッシュな視点で是非ご意見とご感想をいただければというふうに思います。 

○岡山大学大学院 堀部明彦教授 

 岡山大学の堀部でございます。 

 今日から参加させていただきまして、先ほどご講演もそうでしたし、今のご討議も非常

に興味深く聞かせていただいております。 

 私の個人的な感想でございますが、鳩山前首相が２５％削減すると表明されたときに

は、それは困難だろうと誰もが思ったと思います。ただし、よく考えてみると、最初から

不可能だというのは簡単なので、それを実現する、もしくはそこに近づけるためにはどう

したらいいのか、こういう方法があるということを、グランドデザインとかロードマップ

として、本来ならば政府がきちんと打ち出されることが重要と思います。 

それでもちろん例えば原発の問題ですとか、賛否のある問題がいろいろあるわけで

す。ですから、そういう問題については広く意見を聞くとか、情報を示してどちらか選択

をしてもらいながら時間をかけて進めていく必要があると思います。現在、政治や経済的

情勢から施策を決めるのになかなか難しい状況でもありますが、このままでいったら、問

題であるというのはご出席の皆さんの共通認識だと思います。 

それでしたら、例えば中国地方で何ができるのか、もしくは実際の事業主体である県

や市町村が何ができるのかということをちゃんと考えるべきだろうと思います。 

この会議ではこれだけの関係者がそろっておりますので、１年に１回ということでは

ありますけども、有用な活動をされると良いと思っております。特に、地域の者として

は、やはり広報と啓蒙、もしくは地域の意見を集約し上げていただくという作業が非常に



- 50 - 

大事だと思っております。ある市町村でエネルギー関連委員を務めた際に、エネルギー問

題に関するアンケートを取りますと、温暖化問題があることは知られていますが，施策に

対しては認知度が低いというのが実態でございました。 

広報でいえば、関連のホームページを閲覧しても、知識がある人は分かるけど、一般

の方には分かりにくいものが多くあります。私も学生に指導する立場であり、もう尐しわ

かりやすい共通の資料を行政や関連機関がつくって頂きたいというのは一つ提言としてご

ざいます。そしてＣＤなりＤＶＤなりを中学校とか高校とかに配るなど，若者に対する啓

蒙活動は非常に大事だと思っております。 

ちょっと取りとめもなくなりましたが、以上でございます。 

○議長 

 はい、ありがとうございました。 

 おっしゃるとおりだと思いますが、何かほかにご質問等ございますか。 

○議長 

 よろしければ、かなり予定の時間に近づいてまいりますので、意見交換は一応ここまで

というふうにさせていただきます。 

 本日、まず最後に先ほどご提案いただいた中国地域エネルギー・温暖化対策推進会議の

今後の取り組み方針、本日の意見交換を踏まえて特に取り組み状況を共有するとか、それ

から見える化する、それから今堀部先生からございました、もっとわかりやすい資料とい

うようなご指摘をいただいておりますので、そういうことを踏まえて進めていくというこ

とでよろしいでしょうか。 

    

○議長 

 はい、ありがとうございました。 

 それでは、そういう方針で進めるということにしたいというふうに思います。 

 本日は藤野先生にご講演いただきまして、その後さまざまな取り組みをご紹介いただき

ました。望むらくはもう尐したくさんの各地の報告があって、それを共有し、それがみん

なで見えるようになるということが今後ますます必要になるのではないかというふうに思

います。 

 来年に向けてもっともっとこの活動が活発になるというか、活発にせざるを得ない状況

にますます近づいてきたのだろうというふうに思います。是非よろしく、より一層のご努
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力をお願いいたしまして、本日の会議を終了したいというふうに思います。 

 よろしいでしょうか。 

 はい、それでは以上をもちまして、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

○司会 

 岡田先生、ありがとうございました。 

 最後に、中国経済産業局資源エネルギー環境部長の生越晴茂から閉会のごあいさつを申

し上げます。 

○中国経済産業局資源エネルギー環境部長（生越晴茂） 

 皆様どうもお疲れさまでした。中国経済産業局の生越でございます。 

 まずは、皆様いろいろご議論いただきましたことに御礼申し上げるとともに岡田先生に

おかれましては、議事の進行を取りまとめをいただきまして感謝申し上げます。 

 私からちょっと２つご紹介させていただければと思いまして、１つは先ほどの藤野先生

のご講演の質疑の中でも１つございましたコミュニケーションに関することでございま

す。 

 実は私ども経済産業省それから環境省さんもそうなんですけども、国民対話ということ

で、いろいろエネルギーに関する施策あるいは地球環境問題に対応する施策などについ

て、実際に東京だけではなくて各地を訪れて、その政策担当者なり、その管理職あるいは

幹部が実際にその地域の皆様からご意見をいただきながら一つ一つお答えするということ

をやってまいりました。 

 １つ、ご紹介したいのは、私ども経済産業省の関係ですと、エネルギーそれから環境に

係る国民対応ということで広島で開催させていただいたんですけれども、実はこのときに

２５０名強ぐらいの方、お集まりいただけて、それで一通りの説明の後の質疑応答のとき

にも２０名を超える方から手が上がって、非常に熱心なご質問、ご意見をいただくことが

できました。 

 それに対して、私どもの経済産業省の担当管理職なり幹部職員が一つ一つお答えをし

て、もちろんその場でどれくらいこちらの思いなりをわかっていただけたかというのはあ

るかもしれませんけども、逆に私どものほうとしては一人一人参加された皆様のいろんな

この課題に対する思いというのを肌で感じさせていただくことができたというのは非常に

私どもにとってもありがたい経験だったと思ってます。 

 藤野先生のお話の中でもございましたコミュニケーションもホームページとかいろんな
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場でわかりやすく皆さんに知っていただくというのももちろん大事で、それも我々努力し

ていかなきゃあいけないとこもございますし、機会を見つけてそういうような形で直接政

策担当者がいろいろな方々と意見交換というよりもいろいろご意見をいただくというのを

我々も引き続きさせていただきたいと思いますので、その折にはまた皆様方にはいろいろ

ご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それからもう一つが、このＣＯ２の排出削減ということで、今日のご説明の中にもそれ

ぞれいろいろな分野でどんなふうに減らしていくかというお話があったと思います。その

中で、やはり一つの企業さんだったり、あるいは行政機関だったりとか、そういうところ

でなかなか減らし切れないというようなものに対してどう対応するかということで、ご講

演の中にもあったと思いますけども、海外からＣＯ２の削減のある種権利というようなも

のを買ってくるというお話がございました。 

 今でもこれ京都メカニズムの中で、例えばＣＤＭということで、そういったものを海外

から買ってきて、特に企業さんのほうでＣＯ２を削減したということでカウントするとい

う制度が、これは法律上も認められているものがございます。 

 こういったものをいろいろ進めてきて、これ引き続き重要なので、やっていくことでは

ございますけれども、一方でこれって考えてみれば外国にお金をどんどん払って、ＣＯ２

の排出分を購入するということで、これ国内でそういうことができたらもっといいんじゃ

ないかという考え方もございまして、私ども国内クレジット制度と呼んでまして、クレジ

ットというのは別にクレジットカードじゃなくて、中小企業の方などが省エネの投資とか

いろいろなさって、ＣＯ２の排出削減をする、そのときに大企業などの方が資金だったり

あるいは技術だったりでご支援をしていただく、そうするとその中小企業の方のところで

減らしたＣＯ２の部分ていうのをその大企業の方のほうでカウントするというような、そ

ういった仕組み、これは現に制度として今進んでおりますけども、こういったものをこれ

まで以上にもっと国内で広げていけないかということで、私ども中国地域のほうでもこの

秋にその中国地域ネットワーク会議ということで、それに関する会議体を立ち上げようか

と思ってございます。 

 地道な努力の積み重ねになると思いますけれども、やはりこのエネルギー問題あるいは

地球環境問題というのは、一つ一つやれることからやっていくというのは大事だと思いま

す。もちろんやれることでもちっちゃなことをいっぱいやるというよりは尐しでも大きな

ものをやれるほうがいいにこしたことはないんですけども、そのような形で私ども行政の
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立場としてもいろいろ考えつく、やれることを進めていきたいと思います。 

 また、本日はその地域あるいは生活者の代表の方、それから企業の皆様、それから行政

機関の方々、非常にすべての面の方がいらっしゃっていると思っております。それぞれの

方々のところで既にやっていただいていること、あるいはこれからやれること、あるいは

この中で協力しながらやれることっていろいろあると思います。本日の取りまとめのこの

会議の取り組み方針もございますけども、いろんな場で皆さん協力しながら進めていけた

らと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 

 以上をもちまして中国地域エネルギー・温暖化対策推進会議第６回会合を閉会いたしま

す。本日はありがとうございました。 

   午後４時３０分 閉会 

 

 

 


